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文教福祉委員会会議録 

 

平成２９年１０月３０日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時１７分閉議（実時間２９７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８６号・平成２８年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第８７号・平成２８年度八代市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８８号・平成２８年度八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８９号・平成２８年度八代市介護保

険特別会計歳入歳出決算 

１．議案第９４号・平成２８年度八代市診療所

特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      村 川 康 弘 君 

 教育部長       釜   道 治 君 

  教育部次長     桑 田 謙 治 君 

  教育サポートセンター所長 高 嶋 宏 幸 君 

 
  首席審議員兼 
            渡 邊 裕 一 君 
  学校教育課長 
 

  理事兼教育政策課長 宮 田   径 君 

  理事兼教育施設課長 有 馬 健 一 君 
 
 健康福祉部長兼 
            山 田   忍 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            小 藪   正 君 
  福祉事務所次長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            丸 山 智 子 君 
  福祉事務所次長 
 

  理事兼長寿支援課長 秋 田 壮 男 君 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            久 保 祝 子 君 
  介護給付係長 
 

  長寿支援課地域支援係長 元 村 純 子 君 

  生活援護課長    中 田 利一郎 君 

  こども未来課長   松 川 由 美 君 
 
  こども未来課課長補佐 
            森 田 克 彦 君 
  兼子育て支援係長 
 

  健康福祉政策課長  早 木 浩 二 君 
 
  障がい者支援課長兼 
            田 中 かおり 君 
  障がい者虐待防止センター所長 
 

  健康推進課長    豊 田 幸 子 君 

  国保ねんきん課長  岩 瀬 隆 敏 君 
 
  国保ねんきん課副主幹兼 
            秋 永 誠 一 君 
  医療給付係長 
 

 財務部 

  納税課長      機   智三郎 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから文教福祉委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして閉会中審査を行うことといたして

おります。 

 審査に入ります前に、まず決算審査の進め方
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について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２０

日の本委員会でも報告いたしましたが、まず、

一般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出

の審査については、平成２８年度における主要

な施策の成果に関する調書及び土地開発基金の

運用状況に関する調書に基づいて、また、各特

別会計の歳入の審査については、平成２８年度

八代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説明

を聴取し、監査委員からの審査意見書も含めた

ところで質疑を行うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付してありますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目をあすの予

備日に繰り越すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（上村哲三君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案５件の審査に入

ります。 

 まず、議案第８６号・平成２８年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第９款・教育費及び第１０款・災

害復旧費中、教育部関係分について、教育部か

ら説明願います。 

○教育部長（釜 道治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

本日はよろしくお願いいたします。着座にて説

明をさせていただきます。 

 教育部所管の決算審査をお願いするに当た

り、まず私から、平成２８年度の総括をさせて

いただきます。 

 教育部所管では、予算額が４２億４０３６万

２０００円、決算額が３７億７６８０万６００

０円、平成２９年度への繰越額が２億５５９３

万９０００円、執行率が９４.８％でございま

す。 

 平成２８年度事業編成に当たりましては、八

代市教育大綱、八代市教育振興基本計画に掲げ

た事業をベースに、市議会を初め、学校教育、

社会教育に関係する各種審議会からの提言、小

中支援学校、幼稚園からの要望等々を踏まえ、

八代市の予算編成方針との調整のもと、事業編

成を行ったものです。 

 教育部では、平成２８年度の組織目標とし

て、子どもたち一人一人の生きる力を育むこ

と、地域とともに学校・園の教育力を高めるこ

と、学校・家庭・地域の協働により、社会全体

の教育力を高めること、生涯を通じて楽しく学

ぶことのできる充実した環境を提供することを

柱に掲げ、教育部総体として取り組みを進めて

まいりました。 

 組織目標に掲げた主な事業としては、いじ

め、不登校対策の充実として、不登校対策やつ

しろプランの共通実践、いじめ問題対応の強

化、いじめ問題対策連絡協議会の開催などを行

いました。 

 学校規模適正化の推進では、関係者に御理解

をいただき、金剛小学校敷川内分校の本校統合

を行うことができました。 

 特別支援教育相談事業では、特別な支援を必

要とする幼児、児童生徒一人一人のニーズに応

じた支援、指導のあり方などを、教職員、特別

支援教育支援員、保護者等に対し助言等を行う

特別支援教育アドバイザーの配置ができまし
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た。 

 学校ＩＣＴ環境の整備では、高度情報化社会

にあってＩＣＴ教育が重要な教育課題であるこ

とから、タブレット併用型パソコン及び中学校

普通教室への電子黒板の順次配置に着手しまし

た。 

 学校施設非構造部材耐震化事業では、学校の

体育館や武道場は、児童生徒の教育活動の場と

して利用されるとともに、災害時には地域住民

の避難所としての機能があることから、地震時

に、つり天井や照明器具などが落下しないよ

う、年次計画に基づき対策工事を実施しまし

た。 

 生涯学習推進事業では、平成２９年度から、

校区公民館がコミュニティセンターに位置づけ

が変わることから、引き続き公民館事業の推進

を図るため、八代市公民館をパトリア千丁に整

備するための準備を進めました。 

 以上が教育部組織目標に係る主な事業の取り

組みであります。 

 平成２８年度は、熊本地震が、事業推進上、

非常に大切な年度スタートの時期に発生いたし

ました。校区公民館や学校の体育館、武道場等

が避難所となり、長期間、使用ができなくなり

ました。博物館においては、準備に準備を重

ね、市民の皆様も待望されていた春季特別展覧

会円山応挙展が中止となりました。図書館も休

館せざるを得ない状況となり、多くの市民の皆

様に御不便をおかけしたところです。 

 また、地震の沈静化に合わせ、学校施設や社

会教育施設などの早期復旧に取り組みましたも

のの、その対策には多くの時間を要したところ

であります。 

 結果、年度前半においては、年度内に計画し

た各種事業の進捗が図れるか、心配したところ

でございます。 

 しかしながら、市議会を初め、多くの皆様の

御支援とともに、教育部関係職員の平時に増し

ての取り組みにより、熊本地震対策も含め、予

定していた事業について、おおむね進捗が図ら

れたものと考えております。 

 今後も、教育部一体となり、各種事業に取り

組んでまいりますので、本決算審査に当たりま

しても、御理解と御支援をお願いいたしまし

て、平成２８年度の総括といたします。 

 引き続き、桑田次長が説明をいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○教育部次長（桑田謙治君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）教育部次長の桑田でございます。座らせて

いただきまして説明させていただきます。 

 まず、教育費の歳出決算の状況について御説

明いたします。 

 主要な施策の成果に関する調書の１２ペー

ジ、歳出決算の状況をお開きください。よろし

いでしょうか。 

 イの目的別の項目９。（｢どれか」と呼ぶ者

あり）調書です。主要施策。その１。の１２ペ

ージです。 

 イの目的別の項目９・教育費でございます。 

 予算現額（Ａ）は、現年度５１億７０５２万

２０００円に、平成２７年度からの繰越額５億

８１８万１０００円、これは小学校及び中学校

の体育館及び武道館などの非構造部材の耐震化

改修事業費の繰り越しが主なものです。これを

加えた額５６億７８７０万３０００円となりま

す。 

 支出済額（Ｂ）は４７億７３９０万７０００

円、隣の欄、翌年度へ繰越額（Ｃ）は６億４４

４９万１０００円で、これは小学校体育館の非

構造部材耐震化事業の繰り越し１億５６６万２

０００円と中学校体育館及び武道場の非構造部

材耐震化事業の繰り越し７８０１万２０００円

のほか、経済文化交流部が所管します社会体育

施設改修事業（災害関連）の繰り越し３億８７

５５万２０００円が主なものでございます。 
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 次に、執行率が９４.８％、歳出総額に占め

る教育費の構成比は７.７％、前年度と比較し

まして、額としては１０億８０３２万８０００

円の減、率としまして１８.５％の減となって

おります。その主な理由は、２７年度で終了し

た学校校舎等耐震改修事業費１２億２０４１万

７０００円の減と２８年度から本格的に工事に

取り組みました体育館及び武道場の非構造部材

耐震化改修事業費３億３６４２万３０００円の

増、主にその差によるものでございます。 

 それでは、款９・教育費の中から教育部所管

の主な事業について説明いたします。 

 調書の１５８ページをお開きください。 

 まず、小中一貫・連携教育推進事業でござい

ます。この事業は、義務教育９年間を通して、

小中学校が連携して学習指導や生徒指導を行う

ことにより、確かな学力、豊かな心、健やかな

体、いわゆる子供たちの生きる力を育むための

事業でございます。平成２７年度に全ての中学

校区で導入されており、２８年度は７つの共通

な取り組みを行うとともに、各中学校区では学

校と地域の強みを生かした特色ある取り組みを

行いました。異学年交流により人間関係づくり

が深まった、教職員の交流が活発になった、中

１ギャップの解消につながったなど、成果が出

ております。さらに、２８年度は、全ての学

校、幼稚園で、やつしろスピリッツを新たに取

り組んでおります。自分から進んで挨拶をする

こと、話す人の顔を見て、しっかり話を聞くこ

と、靴のかかとをそろえることの３つの基本的

な動作を身につけることが人格形成や学習規律

の向上につながるとの考えから、本市独自の取

り組みとして導入したものです。決算額は２５

５万６０００円で、小中一貫教育全国サミット

参加旅費、学校生活意欲や学級満足度を測るＱ

－Ｕテスト業務委託費が主なもので、特定財源

として、県の小中一貫教育推進事業委託金６２

万８０００円を活用しております。今後の方向

性としましては、現行どおりとし、やつしろス

ピリッツの浸透を図るとともに、子供たちの育

ちと学びの連続性を高めるため、より実態に即

した八代型小中一貫・連携教育の推進に取り組

んでまいります。 

 次に、１６０ページの上段でございます。小

中学校ＩＣＴ支援員事業でございます。２８年

度の新規事業でございます。タブレットパソコ

ンを使った新たな授業展開を図り、その効果を

確かなものにするために、ＩＣＴ支援員を配置

しました。ＩＣＴ支援員は、学校を巡回して、

授業、校務、研修において、教職員の活用スキ

ルを高めるための支援を行いました。決算額６

６０万円は全額、ＩＣＴ支援の業務委託料でご

ざいます。今後の方向性としましては、引き続

き、ＩＣＴを活用した授業力向上や児童生徒の

学習意欲を喚起することにより、学力向上のた

めにＩＣＴ支援員を活用してまいります。 

 次に、下段の教育サポート事業です。経験豊

かで実践的指導力にたけた退職教員２人を教育

サポートセンターに配置し、学校の要請に基づ

き、授業づくり、学級づくりに関する教職員へ

の助言など、教育現場におけるさまざまな支援

を行っております。決算額は２２６万４０００

円で、その主なものは、教育サポーター２人に

要する賃金でございます。２８年度の教育支援

件数は、学校経営、学習指導相談及び校内研修

支援等の４６６件で、教職員の資質向上や実践

的指導力の向上に役立ちました。今後の方向性

は、規模拡充といたしております。理由としま

しては、教育サポーターが支援を行うに当た

り、一つ一つの事案に時間がかかるため、勤務

時間が不足している現状があります。本市の教

育課題解決に向けた支援の充実のため、勤務時

間拡充の必要があるためでございます。 

 次は、１６１ページの下段の通学関係事業で

ございます。この事業は、学校統合等により通

学距離の遠距離化など通学が困難になった児童
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生徒に対するスクールバスの運行や公共交通機

関利用に対する経費を補助することにより、児

童生徒の安全・安心な通学環境を確保するとと

もに、保護者の負担を軽減するために実施する

ものです。２８年度にスクールバスを運行した

学校は、八竜小、泉小中、文政小、東陽小、宮

地小及び支援学校の６校、ＪＲ等の公共交通機

関の定期券購入に対する補助を行っている学校

は坂本中でございました。決算額９２０６万円

は、主に運行業務委託料、燃料費、車検・修繕

料などスクールバスの運行に係る経費と定期券

購入補助のほか、２８年度は泉小中学校のスク

ールバスの買いかえや金剛小学校敷川内分校の

本校へ統合に伴うスクールバスを運行するため

のバス購入費が主なものでございます。特定財

源は、僻地地域のスクールバス運行及びスクー

ルバス購入に対する国補助金４４８万９０００

円とスクールバス購入に伴う有利な地方債の過

疎債と合併特例債の１５７０万円でございま

す。今後の方向性は、スクールバスを運行して

いる学校においては、引き続き、安全・安心な

通学手段の確保を維持してまいります。また、

今後、学校規模適正化計画の進捗に伴う新たな

スクールバスの運行やスクールバスの更新も予

定されていることから、スクールバスの効率的

な運行について検討してまいります。 

 次は、１６２ページ、下段の学校・幼稚園支

援職員配置事業について説明いたします。学

校、幼稚園の実態やニーズに応じて、きめ細や

かな教育を推進するために、学校・幼稚園支援

職員を配置しております。２８年度の支援職員

の配置状況は、特別支援教育支援員が５４人、

学校図書館支援員が２５人、中学校に配置する

生徒指導支援員８人、支援学校に配置します看

護師４人及び幼稚園保育支援員８人で、昨年度

より５人多い９９人を配置して、学校、幼稚園

の教育活動を充実することができました。決算

額８４４０万５０００円は、支援職員の配置に

要する賃金及び社会保険料でございます。今後

の方向性は、規模拡充としております。個々の

園児、児童生徒のニーズの高まり、特に特別支

援教育に対するニーズに応えるために、特別支

援教育支援員の増員が求められております。 

 次に、１６３ページ、下段の要保護・準要保

護就学援助事業です。この事業は、経済的な理

由により就学困難と認められる児童生徒の保護

者や特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者

の経済的負担を軽減するために、就学に必要と

認められる経費について援助を行うものです。

就学援助は、学用品費、通学用品費及び修学旅

行費や小学校及び中学校入学時の新入学児童生

徒学用品費などを対象といたしております。決

算額は６６００万９０００円で、要保護・準要

保護就学援助を受けた延べ児童及び生徒数は、

小学校１０４５人、中学校６２５人で、支給額

はそれぞれ２４００万２０００円、３３００万

円となっております。また、特別支援教育就学

奨励費は、その対象となった延べ対児童及び生

徒数は、小学校２０２人、中学校６１人で、支

給額はそれぞれ、６２０万３０００円、２８０

万４０００円となっております。特定財源は、

要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育就

学奨励費に対する国補助金４６９万６０００円

でございます。今後の方向性は、経済的な理由

による就学困難な児童生徒の就学機会を確保す

るために、引き続き援助を行ってまいります。

また、新入学児童生徒学用品費につきまして

は、保護者からの要望が大きい、入学前の支給

ができるよう検討してまいります。 

 次に、１６４ページ、下段のパソコン教育推

進事業でございます。平成２８年度は、児童生

徒の情報活用能力の育成とタブレットパソコン

を使った協働型、双方向型の授業を展開し、よ

りわかりやすい授業とするために、デスクトッ

プ型パソコンの入れかえに合わせまして、段階

的にタブレット併用型パソコンや電子黒板等の
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ＩＣＴ機器の計画的な配備を行いました。決算

額１億７７１３万６０００円は、パソコン２６

０３台分及び周辺機器のリース料等１億６４１

７万４０００円と中学校３年生普通教室に３４

台を配置した電子黒板購入費１２９６万円が主

なものでございます。特定財源は、電子黒板購

入費の全額について、ふるさと八代元気づくり

応援基金を活用いたしました。今後の方向性

は、規模拡充とし、次期学習指導要領の円滑な

実施のために、ＩＣＴ機器の導入を進め、その

有効活用を図ってまいります。 

 次は、１６６ページの上段、小学校非構造部

材耐震改修事業と、ページが飛びまして１７０

ページ、下段の中学校非構造部材耐震改修事業

を一括して御説明させていただきます。 

 本市は、昭和５６年以前に建築された学校施

設で耐震性が低いと診断された施設について

は、平成２７年度までに構造体の耐震化対策を

終了しております。現在は、つり天井、照明器

具、バスケットゴール等の非構造部材の落下防

止のために、避難所となっております体育館や

武道場を優先に、平成２７年度から平成３０年

度に耐震改修事業に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 まず、１６６ページの小学校の決算額１億３

３０９万８０００円は、２７年度の繰越事業

で、太田郷小学校ほか３校の体育館の耐震改修

工事に要したものです。特定財源として国補助

金４０３０万８０００円と有利な地方債の全国

防災事業債及び緊急防災減災事業債９０７０万

円を充てております。また、翌年度への繰越額

１億５６６万２０００円は、国の経済対策に応

えて、代陽小学校ほか７校の体育館耐震改修事

業として２８年度に補正予算を計上したもの

で、資材や工事足場など工事の準備期間を確保

するために、年度内に契約を済ませる一方で、

授業等に影響が出ないように、次年度の夏休み

に重点的に工事を行うために繰り越しをしたも

のでございます。また、不用額が３５９３万９

０００円となっておりますが、これは設計の見

直しや入札残によるものでございます。 

 １７０ページ、中学校の決算額２億３８７６

万２０００円は、２７年度の繰越事業で、第一

中学校体育館ほか８校の体育館及び武道場に係

るものです。特定財源は、国補助金の６０８８

万７０００円と地方債の全国防災事業債及び緊

急防災減災事業債の１億７６４０万円でござい

ます。また、翌年度への繰越額の７８０１万２

０００円は、小学校と同じ理由により、第二中

学校ほか５中学校体育館の事業を繰り越したも

のでございます。不用額３１６７万２０００円

は、設計の見直しや入札残によるものでござい

ます。今後の方向性は、児童生徒の安全確保と

避難所の機能確保のために、国の補助金を活用

して計画のとおり推進するとともに、校舎の非

構造部材の耐震改修について計画してまいりま

す。 

 次は、ページが戻りますが、１６７ページ、

上段の泉第八小学校教職員住宅新設事業でござ

います。僻地４級の泉八小にある教職員住宅

は、地盤のずれにより建物全体に傾きが生じて

いることから、建てかえを検討しておりました

ところ、熊本地震により教職員住宅が立地して

いる高台の土地に地割れ、基礎に亀裂が生じ、

居住が困難となったことから、２８年６月議会

に補正予算を計上し、住宅の移転改築に取り組

みました。新しい教職員住宅は、木造２階建て

の長屋住宅で１戸当たり約４０平方メートル、

４戸のつくりとなっています。予算額６８９４

万７０００円のうち４８７０万５０００円につ

いては、熊本地震の影響による職人不足や現場

の地理的要因のため、入札が不調となり、契約

までに時間がかかり、着工がおくれたことから

次年度に繰り越しを行いました。決算額２０２

４万２０００円は、建築工事及び機械設備工事

の前払い金でございます。特定財源は、現年分
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の支出に対する国補助金が５２２万５０００

円、地方債の過疎債１５００万円となっており

ます。本体の建築及び設備工事につきまして

は、本年４月末に竣工し、当月中に４人の教職

員が新住宅に入居を完了しております。 

 次は、１６８ページ、上段の語学指導外国青

年招致事業でございます。この事業は、英語を

母国語とする外国青年を招致し、学校、幼稚園

に派遣し、授業に参加することにより、英語教

育の充実と異文化の理解等を図るために実施し

ております。２８年度は、１０人の英語指導助

手──ＡＬＴを学校、幼稚園に派遣しており、

小学校では外国語活動の中で、英語に親しむた

めの英語によるコミュニケーションを行い、中

学校では音声指導やコミュニケーション活動に

より、話す、聞くことへの関心を高めました。

また、市民の英語サークルにＡＬＴを派遣して

おります。決算額４９３０万９０００円は、Ａ

ＬＴの報酬３５５１万４０００円、社会保険料

５１８万８０００円、住宅借上料５４３万８０

００円が主なものです。今後の方向性は、規模

拡充としております。次期学習指導要領におい

て、平成３２年度から小学校英語が教科化され

ますが、本市は円滑に対応するため、平成３０

年度から先行実施することにいたしておりま

す。先行実施に当たっては、子供が英語に親し

む環境づくりや学校における英語教育の改善の

２つの柱に取り組むこととし、そのためにはＡ

ＬＴのさらなる活用、増員が必要と考えており

ます。 

 次に、１６８ページ、下段の不登校児童生徒

の適応指導事業でございます。不登校児童生徒

の適応指導事業として、適応指導教室、くま川

教室を開設しております。この事業は、不登校

状態にある児童生徒に対し、教職員経験のある

指導員による学習指導、生活指導やボランティ

ア活動等を通じて適応指導を行い、学校復帰の

支援や社会的な自立を支援するものです。２８

年度は、正式入級者は中学生１４人でございま

したが、体験入級など一時的な通級者を含める

と２０人を超えることもありました。決算額は

７８８万５０００円、その主なものは、指導員

８人分の賃金６５５万６０００円でございま

す。今後の方向性は、現行どおりといたしてお

ります。引き続き、不登校の要因、背景が多様

であるため、一人一人の課題に応じたきめ細や

かな対応をしてまいります。また、建物の老朽

化が進んでいることから、建てかえや代替施設

についての検討を進めてまいります。 

 次は、１７３ページ、上段でございます。学

校給食施設あり方検討会事業でございます。２

８年度の新規事業でございます。現在、学校給

食施設は、学校に併設される単独調理場が９施

設、共同調理場である学校給食センターが６施

設の１５施設があり、市内の小中支援学校及び

幼稚園に１日約１万１０００食を提供しており

ます。１５施設中、８施設が築後３０年以上を

経過しており、老朽化と安全衛生管理が課題と

なっております。さらに、少子化により、給食

数が少なくなっていく現状から、学校給食施設

の効率的かつ効果的な配置など、学校給食施設

のあり方について、学識経験者及び保護者代表

者などで構成する八代市学校給食施設あり方検

討会を設置し、検討を行いました。２９年３月

に、検討結果の報告があり、将来的には単独調

理場を見直して、原則として３カ所程度の共同

調理場への移行や、施設の老朽化や少子化を勘

案し、旧市町村間の枠組みを越えて、効率的な

施設整備計画の検討などが提言されました。決

算額１９万３０００円は、委員の報償費及び先

進地視察に伴う旅費等でございます。今後の方

向性は、あり方検討会の提言を踏まえて、学校

給食施設の再編を総合計画や教育振興基本計画

に盛り込み、市の方針として位置づけるととも

に、ファシリティーマネジメントの視点から整

備計画を策定し、安全・安心な給食を提供する
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ため、具体的な取り組みを始めてまいります。 

 次は、１７４ページ、上段の学校・家庭・地

域の連携協力推進事業です。この事業は、地域

人材を活用して、地域全体で未来を担う子供た

ちを健やかに育むための事業で、放課後子ども

教室、学校支援地域本部事業及び地域未来塾を

実施しました。放課後子ども教室は、放課後の

子供の居場所づくりとして、小学校の余裕教室

を活用し、さまざまな体験活動、学習活動を行

うもので、郡築小、昭和小、泉小で合計１７５

回開催されました。学校支援地域本部事業で

は、第四中学校校区において、地域の御協力に

より、学習補助や環境整備などの学校活動の支

援が行われました。地域未来塾は、経済的、地

理的理由等で学習習慣が十分に身についていな

い生徒への学習支援を行うため、昨年度に引き

続き、二見中学校、坂本中学校で実施しており

ます。３年生を対象に、教職員ＯＢが学習支援

員として、合計７０回を実施しております。決

算額は２５９万９０００円で、コーディネータ

ー、学習支援員に対する謝礼が主なもので、特

定財源として、県の学校・家庭・地域の連携協

力推進事業補助金１４０万１０００円を活用し

ております。今後の方向性は、現行どおりとい

たしておりますが、この事業の推進には、地域

の人材の確保が不可欠となりますことから、人

材確保に努めてまいります。 

 次に、１７６ページ、上段の生涯学習講座関

連事業でございます。市民に学習機会の提供を

行い、地域の教育力の向上や市民の社会参加を

促進するために、地域公民館講座、市民教育講

座などの各種講座の開催、家庭教育学級の開

設、まなびフェスタを開催いたしました。決算

額１６６万５０００円は、各種講座の講師謝礼

や、まなびフェスタの講演会開催に係る委託料

が主なものとなっております。特定財源２３万

３０００円は、講座受講料でございます。今後

の方向性としましては、現行どおりでございま

すが、校区公民館から中央公民館１館体制に変

更になったことから、より一層、地域のニーズ

や特徴を生かした講座を各コミュニティセンタ

ーで開催するとともに、幅広い世代が参加しや

すい市民教育講座に取り組んでまいります。ま

た、家庭教育学級については、未開設の学校、

園に対し学級開設を促すとともに、親の学びの

環境を充実してまいります。 

 次に、１８０ページ、１８１ページをお開き

ください。博物館の特別展覧会事業でございま

す。本事業は、市民がすぐれた芸術作品や貴重

な歴史資料との出会いにより、文化創造への意

欲を高揚させるとともに、郷土愛を育む機会を

提供するために年４回開催しております。 

 まず、１８０ページ、上段の春季の特別展覧

会では、相国寺承天閣美術館の御協力により、

「円山応挙～京都相国寺と金閣・銀閣の名宝展

ふたたび」を企画準備しておりましたが、開会

式前夜に熊本地震が発生したために、やむなく

中止となりました。決算額４６３万２０００円

は、展示資料運搬費、借用交渉等への旅費が主

なものです。なお、この展覧会は、市民の開催

への願いと相国寺の御協力によりまして、熊本

地震復興祈念事業として、２９年度の春季特別

展覧会として実現することができました。 

 下段の夏季の特別展覧会は、夏休み中の児童

生徒への教育的配慮に重点を置いて、「行って

みよう！江戸時代～八代の町と村」を開催し、

子供や保護者を中心に３６２３人の入館があり

ました。 

 １８１ページ、秋季特別展覧会では、「写真

家・麦島勝の世界～ただ、ひたすら、撮り続け

た」を開催しました。八代在住の麦島勝氏がレ

ンズを通してとらえた、戦後復興期から平成へ

と続く７０年に及ぶ八代の世相や人々の暮らし

の移り変わりを、写真１６４点に作者の言葉を

添えて紹介いたしました。入館者数は４３２８

人でございました。決算額３７２万４０００円
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は、ポスター、チラシ、図録等の印刷費２２４

万３０００円のほか、額縁購入費が主なもので

ございます。その他特定財源は、観覧料１２３

万７０００円が主なものです。 

 下段の八代妙見祭普及展示事業（創生加速

化）は、八代妙見祭神幸行事のユネスコ無形文

化遺産登録記念事業の一環として冬季に開催し

ました。「笠鉾大解剖２－これぞ町印！本町本

蝶蕪」と題して、笠鉾本蝶蕪を分解し、その構

造、装飾について紹介いたしました。入館者が

２６６３人で、笠鉾について理解を深める機会

を提供し、記念事業としてその目的を達成する

ことができました。決算額８７万５０００円

は、ポスター、チラシの印刷費及び資料運搬料

が主なもので、特定財源は、国の地方創生加速

化交付金５４万７０００円と観覧料３２万８０

００円でございます。 

 次に、款１０の災害復旧費、文教施設災害復

旧費を説明させていただきます。 

 １９６ページ、上段をお願いいたします。公

立学校・幼稚園施設災害復旧事業です。平成２

８年４月に発生しました熊本地震により被害が

生じました小学校、中学校、特別支援学校、幼

稚園の災害復旧事業でございます。主な被害の

内容は、外壁、内壁のひび割れ、建物接合部分

エキスパンションジョイントの破損、基礎コン

クリートのひび割れ及び備品の損壊等がござい

ました。決算額３２７１万１０００円は、被害

箇所の修繕費２９０８万６０００円、バスケッ

トゴールや体育館鉄骨構造部材点検委託費が主

なものです。施設ごとの内訳は、小学校１２５

６万７０００円、中学校１６８３万５０００

円、特別支援学校７８万５０００円、幼稚園２

５２万４０００円となっております。特定財源

として、国の公立学校災害復旧費負担金５６１

万４０００円と災害復旧費寄附金２７０９万７

０００円を充てております。なお、施工業者の

確保が困難だったことから、小学校及び中学校

各１校の修繕費２５８万１０００円を２９年度

に繰り越しております。 

 次に、下段の学校給食施設災害復旧事業で

す。熊本地震により被災した５つの学校給食セ

ンターと４つの学校給食単独調理場の災害復旧

事業を行いました。被害の内容は、天井一部の

剥離及び落下、柱・外壁の破損、ボイラー土台

の亀裂などの施設破損等が主なものです。決算

額２４９７万２０００円は、センター分２４０

７万８０００円、単独調理場分８９万４０００

円で、麦島センターの厨房天井改修工事２０３

０万２０００円が主なものです。その他特定財

源は、正誤表により訂正をさせていただいてお

りますが、ふるさと八代元気づくり応援寄附金

６８４万９０００円でございます。 

 次は、１９７ページ、上段の社会教育施設災

害復旧事業でございます。熊本地震により被災

した校区公民館、図書館、博物館、社会教育セ

ンター等の外壁及び内壁のひび割れ、受水槽破

損、空調機器破損などの復旧事業でございま

す。決算額は２１５４万３０００円で、全て一

般財源となっております。 

 続きましては、別冊の歳入歳出決算書により

主な流用について御説明いたします。決算書の

２０７ページをごらんいただければと思いま

す。決算書２０７ページでございます。 

 決算書２０７ページの款１０・災害復旧費、

項４・文教施設災害復旧費の目１・公立学校施

設災害復旧費の備考欄の１１節・需用費より１

３節・委託料への流用１２０万７０００円は、

熊本地震で被災しました泉中学校校舎屋上塔屋

が大破と判定され、早急に復旧工事を行うため

に実施設計を発注する必要が生じ、流用したも

のでございます。 

 また、次の１１節・需用費より目２・学校給

食施設災害復旧費、１５節・工事請負費への流

用及び目２・学校給食施設災害復旧費の備考

欄、１５節・工事請負費への流用５７９万７０
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００円は、麦島学校給食センター厨房天井工事

を原状復旧とする計画から、今後の再発防止の

ため、工法及び材料等を変更したために予算が

不足し、流用を行いました。 

 次に、不用額について、主要施策調書で説明

をしておりましたが、そのほか、主なものにつ

いて決算書で説明をいたします。なお、金額に

ついては、１０００円未満を切り捨ててさせて

いただいています。 

 まず、決算書１８１ページをお願いいたしま

す。１８１ページでございます。 

 決算書１８１ページ、款９・教育費、項１・

教育総務費、目２・事務局費、節２１・貸付金

の不用額４８０万円は、経済的理由により就学

が困難である高校、大学等に就学する者に対す

る奨学金で、２８年度は新規貸し付けを１４人

と見込んでおりましたが、実際の貸し付けが３

人だったことから、貸付額が不用となったもの

でございます。 

 次に、１８３ページをおあけください。 

 項１・教育総務費、目５・学校保健費、節１

３・委託料の３９５万円の不用額は、児童生徒

及び教職員の健康診断の委託料で、教職員の人

間ドック受診率が見込みより多かったことによ

り、委託料が減となったためでございます。 

 次に、１９３ページをおあけいただきたいと

思います。 

 １９３ページの項６・学校給食費、目１・学

校給食費、節１９・負担金補助及び交付金１１

９３万円の不用額は、主に、熊本地震による学

校休校を理由とした臨時調理員の勤務日数が減

になったことや営繕職員の欠員により賃金が不

用となり、公益財団法人八代市学校給食会運営

費補助金を調整した結果によるものでございま

す。 

 以上が教育部が所管します決算についての説

明とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 調書のほうの１６０ペ

ージ、下段の教育サポート事業。利用状況に偏

りがあるというふうなところで、今後の方向性

とか対策、改善の欄に書いてあります。 

 この偏りがあるというところについて、少し

具体的な説明をお願いしたいと思います。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼いたします。今の利用状況の偏りというこ

とについて御説明を申し上げたいと思います。 

 この利用ですけれども、学級経営の支援及び

授業への支援ということで、活用される学校に

つきましては、継続して何回も活用をされると

ころがあります。 

 ただ、まだ、この学校内で支援を、校内の職

員同士で支援等がまだ、そこで頑張るというよ

うなところにつきましては、まだ、この活用が

ないという状況もありまして、そのように偏り

があるという表現をさせていただいているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 もう７年たっているということでございます

ね。一応、教育部のほうからすれば、この偏り

についてはなくしていきたいというような思い

があるんだろうと思うんですよ。積極的に活用

していただきたいというふうなことを促されて

いると思うんですけれども、それでも、こうい

う状況があると、活用されないところは活用さ

れないというようなところがあるということな

んですか。そういうことなんですか。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

今、委員御指摘のとおり、学校訪問等におきま

しても活用を促しているところでございます。 

 ただ、活用をされていない学校というのは、

ほぼ少数という状況にはなってきております。 
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 引き続き、校長園長会等を通じまして、状況

把握、それから活用を促していきたいと考えて

いるところです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 同じ件なんですけど、今後、規模拡充という

ことでございますけれども、これは支援員の増

員とかというのは考えられているんですか。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

利用が継続的に行われたいということがありま

すものですから、これは人数の増加といいます

よりも、勤務時間数の増加ということで考えて

おるところです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 ぜひ、非常にいい制度だというふうに聞いて

いるんですよ。偏りがあるとかというのは、何

で使わっさぬとかなというふうな思いがあっと

ですけれども、ぜひ、もう、結構浸透している

事業だと思うとですよね、いろんなところに。

ぜひ、全ての学校でですね、何らかの形で活用

していただけるように努力していただきたいと

思います。意見も、済みません、言っときま

す。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） もう１点よろしいです

か。 

 その上のＩＣＴ支援員事業ですけれども、こ

ちらについては、済みません、支援員さんとい

うのは、委託されたところの方が来て、やられ

ているということなんですか。ちょっと教えて

ください。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

お答えいたします。 

 委託先は、熊本市に本拠がございますＮＰＯ

法人ＩＣＴサポートスクエアという業者でござ

いますが、そこの職員３名が八代市の担当とい

うことで学校を訪問していただいております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 ２８年度実施されて、先生方のほうからです

よ、どういった利用状況、利用して、授業し

て、それがどのような効果的なところがあった

のかとか、使いやすいとか使いにくいとか、何

か、そういった聞き取りとかというのはされて

います。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

聞き取りは、しております。調査もかけており

ますけども、活用している学校の全てでです

ね、とにかくありがたい存在であるということ

で、もう、時間数、目いっぱい、時間を超えて

もですね、残って頑張っておられる部分も、支

援員さん、あるんですけども、学校からの授業

での使い方、それから学校での事務の使い方、

さまざまな要請に的確に即対応していただいて

いることで、すばらしい事業であるというふう

に学校から評価していただいております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 済みません。もう１点、別口ですけど、１６

４ページの下段、パソコン教育推進事業、一般

会計のほうからですね、かなりの額をですね、

いつも入れているというふうなところで、今回

のはタブレットのほうですかね。少し入ってい

っているのかなというふうに思っているんです

けれども。下のほうにですね、今後の方向性に

ついては規模拡充ということで、整備目標のほ

うで、国のほうのことをですね、少し触れられ

ていますけれど、この整備目標の、国のほうの

整備目標について何らかの形で、どういった方

向性になるのかとか、御存じであれば、ちょっ

と教えていただければと思いますけれども。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 教育政

策課です。よろしくお願いいたします。 

 パソコンの整備につきましては、次長のほう

からも御説明ありましたように、学校に配置し

ておりますパソコン教室のパソコンが更新され

る際に当たりまして、今後、多目的に使えるよ
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うにですね、タブレット併用型のパソコンに

今、更新を進めている途中でございます。 

 学習指導要領の実施に加えた整備目標という

ことですけども、国の目標というのはですね、

大変、私たちからすれば高くございまして、

３.５クラスに１セットとか、そういった大き

な目標が掲げられております。ただ、その域に

は、まだ私ども行きませんけども、とにかく全

ての学校でですね、もし、やろうと思えば、タ

ブレットを使った双方向型の授業、子供が参加

できるような授業ができるような状態には絶対

したいということで、現在、そのパソコンの入

れかえで対応を図っているところでございま

す。 

 先々はですね、なるだけ国の目標にも近づけ

ていかなければならないかなと思っております

が、予算の関係もございますので、その辺はま

た検討を要するかと思います。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。 

 国の目標が非常に高いというふうなことでお

っしゃられていましたけども、八代市の場合、

国のところに全然追いついてないというような

ことなんだろうと思うんですね。じゃ、今の現

状は、どれぐらいのところまでいけているの

か、教えてください。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 国の目

標には追いついていないと今、委員さんおっし

ゃいましたけども、国の目標は高く掲げられて

いるような状況でございまして、実際の各自治

体もですね、なかなかパソコンの、タブレット

等の導入は進んでおりません。熊本市におきま

しても、まだ全然、タブレットの導入はあって

おりませんので、特に大きな市ですね、市の人

口の多いところにつきましては学校数も多いも

んですから、そういったところがなかなか、タ

ブレットの配置までは至っていないような状況

にあるところでございます。 

 小さな町、村でＩＣＴに、いわゆる努力する

という目標を立てられたところはですね、そう

いうところもぽつぽつとはございますけども、

なかなか、大きな、ある程度の規模の市になり

ますと、そういった予算の関係で進んでいない

中で、八代市としてはですね、タブレットの授

業もできるような状況をつくられつつあるとい

うことで、よい状況かなという、私どもは思っ

ているところでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 わかったんですけれども、今、国の目標が高

く設定されているということで、ちっちゃい自

治体としては、数が少なかけん、整備のほうが

進んでいますねという話は、私もわかります。 

 ただ、国の整備目標が高く掲げられて、国全

体として、そういうところに力を入れていこう

ねというふうなことを言われているんですけれ

ども、財源的なところで、国のほうからの措置

とかというのは何もないんですか。これを見る

と、一般財源と特定財源しかないんで。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 国から

のですね、そういった目標を掲げた際の説明と

いたしましては、交付税に、いわゆる教育関係

の経費として措置をされているという説明があ

るところではございますけども、交付税という

ことで、いろんな事業が入って交付されてまい

りますので、なかなか、それをそのとおり、国

の目標に沿ったお金の使い方というのは、現実

的にはなかなかできないというような状況でご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 国のほうとしては、交

付税のほう――交付税措置あると言われている

んですね。わかりました。財政の関係もありま

すんで、教育のほうとしても、そういったです

ね、交付税措置があるとであれば、どんどんど
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んどんやってほしいなというふうに思うんです

けど、今回は、ここで、また勉強させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 関連してですけど

も、同じパソコンについてお伺いします。 

 タブレット端末を導入されているということ

で、その辺の、恐らくタブレットなのでインフ

ラ関係が必要になるかと思うんですけど、無線

ＬＡＮの配置とかですね。そういった分は、も

う既に配置されているのかなと思いまして。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 現在、

タブレット併用型のパソコンを導入するに当た

りまして、それと同時期にですね、学校内で使

用できる無線ＬＡＮの整備もあわせて行ってお

りまして、各教室で使えるような整備も同時に

行っております。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 情報のとり方なんか

もですね、授業で教えていくという形になると

思いますので、ぜひ、そういった整備も、使い

方もあわせて、よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） 意見は後ほど聞きま

すので、質疑をお願いします。（委員橋本徳一

郎君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 調書のほうの１６６ペ

ージで、小学校の非構造部材の耐震改修事業の

中で、小学校体育館については、大体、新築が

なされている小学校の体育館が多いわけです

が、これについて耐震事業もしかる、そういう

中に、この非構造部材の、この事業ちゅうの

は、どういった内容になっているんですかね。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 教育施

設課、有馬でございます。 

 この耐震化事業ですけども、構造体の耐震化

につきましては、２７年度までに取り組んでき

ましたけども、この構造体については、建物自

体の柱とか、はりとか壁とか、これが大きい地

震で倒壊しないような補強をしたところでござ

いまして、この非構造部材というのは、その構

造体に取りつけてあります、こういった、つり

天井とか照明器具、窓ガラスとか、外壁等もこ

れに含まれますけども、そういったものを非構

造部材というふうに取り扱っておりまして、こ

の非構造部材が大きい地震で落下しないような

耐震化を行うという事業になっております。 

 文科省のほうから、平成２５年の８月に通知

のほうがありまして、避難所となり得る体育

館、武道場等の非構造部材の耐震化について、

各自治体で取り組むようにということで通知が

参っておりまして、その内容として、水平投影

面積２００平方メートル以上の面積または高さ

が床から６メーター以上のものについては、耐

震補強を、落下防止対策等を行いなさいという

内容でございまして、今回行っている、小学校

におきましては体育館だけですけども、中学校

のほうが体育館、武道場がございます。これ

の、つり天井のある体育館、体育館におきまし

ては、ほとんど、つり天井の撤去、一部、軽い

天井を再設置したものもございます。あと、照

明器具の落下防止対策、老朽化している照明に

ついてはＬＥＤに改修しているものもございま

す。また、バスケットボールのゴールの落下防

止対策、また窓ガラスのですね、強化ガラスに

なっていない部分を強化ガラスにするとか、そ

ういったたくさんの内容になりますけれども、

そういったものの落下防止対策等の工事を行っ

たところでございます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 今までも地震で構造物

が壊れた、その改修をやるというのは、何とい

いますか、壊れた、そのままをまた同じような

改修につなげていくという改修なんですかね。
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もともと壊れたやつが、また、そのままの形で

改修するというような方向で改修されるんです

か。そこのところを。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 今回の

熊本地震において、直接、非構造部材が壊れた

とか、そういった事例は、一部、照明器具の電

球がですね、割れて落下したという事例はござ

いますけども、昨年の熊本地震においては、そ

ういった事例は今のところないんですけども、

阪神・淡路震災とか東北震災において、こうい

った、つり天井とか照明器具が落下する等々の

事例がございまして、学校の体育館というの、

避難所として、どこの自治体も活用されている

んですけども、結局、避難所として指定はして

ありましたけども、そういった、つり天井が落

下して避難所に使えなかったという前例があっ

たものですから、文部科学省等で、こういった

耐震対策をしなさいというふうな通知が来たと

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） 何といいますか、私の

言い方が悪かでしょうばってんが、もともと、

いわば、つり天井が地震で壊れた。そのままの

構造物で、また改修するという、そういう流れ

になっとですか。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） つり天

井につきましては、基本的に撤去が望ましいと

いう方向なんですけども、建築基準法上、どう

しても撤去できない部分がございまして、その

部分につきましては、軽量天井、軽い天井を再

設置するという工法をとっているところもござ

います。主に中学校の武道場につきましては、

こういった軽量天井に改良するということで、

平米当たり２キロ未満というものを再設置しま

して、もし、そのつり天井が落下しても、人が

けがをする可能性が低いという軽量天井を再設

置するという工法をとっているところもござい

ます。 

 以上です。 

○委員（福嶋安徳君） つり天井は、もとも

と、新築する段階で、もう、つり天井は、もう

なくしていこうというような状況があったかと

思いますが、新しく建築された体育館に、つり

天井がなされた。それが壊れた。それを撤去す

るのが当然、撤去して、もう、いろいろ補修し

て、当たり前の天井をつくるというような姿が

望ましいと思いますけれども、新たに、また、

軽量ではあるけれども、また、それを、また、

もとに、つり天井をやるという、それについて

は、ちょっと問題があっとじゃなかろうかなと

思うんですが、そこのところは、どういう、協

議があったと思いますが、どういう方向性です

か。 

○委員長（上村哲三君） 小会します。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１１分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 非構造

部材のつり天井の再設置している部分につきま

しては、主に中学校の武道場のつり天井を一旦

撤去しまして、軽量天井を再設置しております

が、その理由につきましては、建築基準法の関

係で再設置をせざるを得ないというところがご

ざいまして、この軽量天井、もし落下しても、

けがのおそれが少ないという軽量天井に再設置

をしたところでございます。 

 以上です。（委員福嶋安徳君「はい、わかり

ました。もう一つ、ようございますか」と呼

ぶ） 

○委員（福嶋安徳君） その次の１６８ページ

の、不登校児童の関係で少しお聞きいたします

が、不登校児童についての、何といいますか、

指導員８人おられますけれども、これについて

は、それぞれの学校に、この８人がばらばらに

移動していかれるという状況になるんですか
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ね。くま川教室。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼します。くま川教室ですけれども、これは

新地町に、浮島保育園跡地にですね、場所をと

りまして、そして子供たちが通ってくるという

形式で行っております。 

○委員（福嶋安徳君） 子供さんが通ってい

く、それぞれ地域ごとに何人もおらるっとでし

ょうけども、そこに通っていく、それ以外の、

ほかに、何ちゅうか、これ、何人ぐらいおんな

っとだろうかな。小学校、中学校ですか。そう

いった形で何人だったか、１４人か、１４人か

ら２０人だったですかね。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

平成２８年度におきましては１４名の生徒が正

式に入級をしております。そのほか、体験等も

含めますと２０名を超える状況があります。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 小学校、中学校、分

けて。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

小学校はゼロというところです。中学生のみと

いうところでなっております。小学生も体験的

には来たところもありますけれども、もうほと

んどが中学生ということになっております。 

○委員（福嶋安徳君） じゃあ、指導員の８人

の方が教科ごとにかわって指導なされるんです

か。それと、普通、何ちゅうか、精神的な指導

とか、そういった面はどうなんですかね。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼します。教科を指導したりですね、あるい

は個別に面談をしたりして、カウンセリング等

もしながら進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか、福

嶋委員。（委員福嶋安徳君「はい。わかりまし

た」と呼ぶ） 

 ほかにございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。１５８ペ

ージ、下段です。奨学金資金貸付事業で、先ほ

ど不用額のほうも説明されたかと思うとですけ

れども、思いのほか借りる方が少なかったとい

うようなことなんですけれども、過去何年間

か、借りられる方も何名なのか、推移、教えて

もらってよかですか。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 奨学金

貸し付けの実績ですけども、２５年度が１０

件、２６年度が１２件、２７年度が６件、それ

と２８年度が３件ということでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） ２８年度が極端に少な

かったというふうに、ちょっと捉えたんですけ

れども、その理由とかっていうの、何か、分析

されてます。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 本市の

予算につきましてはですね、例年の利用を見て、

大体、それを見込んで予定していたところでは

ございますけども、奨学金制度といいますの、

学生支援機構の奨学金でありますとか、社会福

祉協議会の奨学金、それと各学校の制度など、

さまざまな種類の制度がございますので、これ

らでの貸し付けが順調に行われているのかなと、

ちょっと考えているところでございます。 

 最近、マスコミ等でですね、奨学金の問題あ

たりがかなり取り上げられているというところ

もありますので、制度が有利子だったのが無利

子になったり、あるいは借りやすくなったりで

すね、普通の一般の民間の資金がですね。そう

いったところがありまして、そちらのほうでの

貸し付けが順調なのかなと、ちょっと想像とい

いますか、しているところでございます。 

 八代市の制度につきましては、そういった一

般の制度を借りられない方の最後の駆け込み寺

といいますか、セーフティーネットのような性

格も持っておりまして、こういったところに、

八代市の制度に来る前にですね、それまでに貸
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し付けがされているのかなという、ちょっと、

そういった、根拠の数字とかはございませんけ

ども、そういった、ちょっと予測をしていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 ほかの奨学金がたくさんありますけど、八代

市のやつは、済みません、私も、どれぐらいの、

返済のときのですね、金利とか、そういうのが

あるのか、ちょっとわからないんですけど、よ

そのやつと比較してみて、どうなのかというの

はですね、多分あるとは思うんです。 

 今、課長言われたように、最終的に駆け込み

寺というふうなところも必要だろうと思うんで

すけど、ほかのところより有利なほうがいいの

かなというふうには、ちょっと思ったところも

ありますので、せっかくですね、貸したお金が

返ってくる分、金利とか、そういった部分で、

次の方にまた貸していくというふうな事業だろ

うと思いますので、そこは、ちょっと、ほかの

ところとですね、借りやすいというふうな制度

になるように、ちょっと検討というか、調べて

もらいたいなというふうには思います。 

 済みません。もう１件、別というかですね。 

 １６７ページの下段ですね。これは、説明な

かったかなと思うんですが、これだけですね、

今後の方向性──済みません。事業名が学校教

材充実事業ということでしたけれども、今後の

方向性、これだけがですね、市による実施で要

改善というふうなところになっています。何を

改善されるのか、何で改善しなきゃいけないの

かというところをちょっと教えてもらいたいん

ですけれども。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

お答えいたします。この要改善につきまして

は、ＩＣＴ機器の導入に伴いまして、２８年

度、理科のデジタル教科書を中学校１、２、３

年生、入れております。また、英語のピクチャ

ーカードも中学校１年生、入れておりますけど

も、ここの内容をですね、改めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。同じ

ものではなくて、違うものにということで、改

善という言葉を印をつけたところでございま

す。（委員野﨑伸也君「わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 理由は聞かんと。

（委員野﨑伸也君「ああ、理由。いや、よかで

す。それであればわかりました」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） １６８ページのです

ね、語学指導外国青年招致事業というのが非常

に私、感心した事業だと思っておりますが、こ

の青年の選び方ですね、どういった形で選んで

おられるかというのをお聞きいたします。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

失礼いたします。これは、国のＪＥＴプログラ

ムという制度にのっとって、国から派遣されて

くるＡＬＴをですね、八代市に配属されたＡＬ

Ｔを本市で雇用しているところでございます。 

○委員（鈴木田幸一君） これは市による実施

ということで、補助金のほうは国からの、（聴

取不能）ふっと思うたですけど、来ておりませ

んが、これはどういうことですかね。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

財源につきましては、交付税で措置をされてお

ります。 

○委員（鈴木田幸一君） 中学校の数に考える

と、少し人数的に足らないような気がしますけ

ど、これはどういうふうに考えておられます

か。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

現在、１０名で対応しておりますが、来年度か

らは授業時数が小学校でふえますものですか

ら、この１０名では大変厳しい状況であるとい

うふうに認識して、今後、増員を要望したいと

考えております。 
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○委員（鈴木田幸一君） 聞く、話すという、

これは非常に、私、大事と思っておりますの

で、今後もですね、こういった方向でぜひ進め

てもらいたいというのが１点。 

 それから、よくテレビ等でスピードラーニン

グというのがあって、非常に英語の力が強くな

っているということでありますが、こういった

教材を使う予定はありますか。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

今おっしゃった教材については考えておりませ

んけども、学校教育の授業の中で、教科担任あ

るいは学級担任とＡＬＴが連携しながら、ネー

ティブなイングリッシュを使って子供たちに関

心を持たせ、力を持たせていきたいと考えてお

ります。（委員鈴木田幸一君「ありがとうござ

いました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） まず、今の関連です

が、このＡＬＴ、１０人ということで、大変厳

しい状況で、今後、学習指導要領についても対

応されなければならないということで。 

 これ、今、ＡＬＴの活動実態といいますか、

今、外国語活動と、実際、授業という部分があ

ると思う。例えば、１人当たり週何時間とか、

その辺はどのような体系で今、運用されていま

すか。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

本市に小学校、幼稚園、合わせて４６校園ござ

いますが、これを１０人で割り振って、どのＡ

ＬＴがどの学校を担当するか、４校から６校程

度ですね、決めまして、１年間、その学校、４

校から６校を巡回していただいております。 

 毎日、１時間目から６時間目まで入っている

ときもありますし、教材研究をして臨むときも

ありますので、１日に１校当たり、平均して４

時間程度は授業に入っている状況でございま

す。 

 ですから、小さな学校に行った曜日につきま

しては、３年、４年、５年、６年など、授業に

入れるときがありますが、大規模校に行きます

と、次の週にならないと、このクラスには入れ

ないというようなことも生じているところでご

ざいます。 

○委員（橋本幸一君） 何といいますか、勤務

実態の中で、週何時間とか、その辺の決まりと

いうのはあっているんですか。雇用条件とし

て、その辺をどのような。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

失礼いたしました。１日の勤務は６時間勤務

で、毎日行っていただいております。 

○委員（橋本幸一君） ６時間なら、ちょっと

オーバー。大丈夫ですかね。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

回答の仕方が悪うございました。週３０時間と

いうことで、以内で。 

○委員（橋本幸一君） これはもう、結局、さ

っきのＪＥＴプログラムですか、そことの契約

条件の中で週３０時間のあれが一応、決まりと

いうことになっているんですね。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

おっしゃるとおり、その中で、契約の中で示し

ております。 

○委員（橋本幸一君） いろんな、ほかの地域

活動とかされているところもあると聞いており

ます。その辺については、恐らくボランティア

かなと思うんですが、ＡＬＴの、その来られる

方は日本の文化とか地域に親しみながらという

部分もあるようで、それについては了解するん

ですが、これから、いろんな授業時間もふえて

くるとなれば、当然、そこには無理も生じる部

分があるし、先ほど言われた人員増というのは

当然、しなければならないという部分が出てく

るので、これは要望になりますが、ぜひ強力に

進めていただきたいと思います。 

 もう一つよろしいですか。 
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 先ほどの、くま川教室の件ですが、これも大

体、利用される児童の推移というのは、どのよ

うになっているんでしょうか。年々、増加傾向

にあるのか、少なくなっているのか、その辺も

含めて。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼します。教室自体が限られております。施

設的にですね。限られております。今、もうい

っぱいいっぱいの状態で、２０名を超すとです

ね、なりますけれども、どうにか、ここ数年、

その範囲内ではおさまってきておりますけれど

も、大体同じような状況が続いております。２

０名を少し超すぐらいの状況が続いている状況

です。 

○委員（橋本幸一君） 八代管内での不登校生

徒っていうのは、状況としては推移はどうなっ

ているのか、その辺は。 

○首席審議員兼学校教育課長（渡邊裕一君） 

昨年度の不登校の八代市における小中学校合わ

せた数は１２７名でございました。年々、微増

ということで、まだ減少をしておりません。 

○委員（橋本幸一君） 昨年だか、私、視察さ

していただいたんですが、やはり、非常に、こ

のくま川教室では重要な部分を占めているなと

いう、そういう思いをしてまいりました。 

 そのとき、先ほど言われた老朽化が進んでい

るということで、それについても検討されてい

るというような、確か、話をされたかなと思っ

ているんですが、その辺についての、今、検討

状況というのはどうなっているんでしょうか。 

○教育サポートセンター所長（高嶋宏幸君） 

失礼します。今ある場所がですね、非常に中心

地、史観でありながら静かな環境で行えるとこ

ろでございます。ですから、建てかえ等もです

ね、本当は希望しておりますけれども、ただ、

予算的な部分もありますので、ファシリティー

マネジメントあたりで施設がですね、また使用

可能な施設があるかどうかていうのを見きわめ

ながら、検討を行っていくという方向でおりま

す。 

○委員（橋本幸一君） これは要望ですが、ぜ

ひ、その辺のを早急に方向性をつけていただけ

ればと思います。 

 先ほど、１６７ページで、泉第八の工事で不

落不調に終わったということでございますが、

いろんな、今、学校の耐震化、それから災害の

事業が入っておりますが、これに対して不落不

調の状況はどうなっているのか、お知らせ願い

たい。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 本課が

発注しております工事につきまして、今年度も

幾つか、１件か２件ほど不調に終わ……。（委

員橋本幸一君「１件か２件」と呼ぶ）はい。

（委員橋本幸一君｢パーセントで言えば、どの

くらいですか。工事費……」と呼ぶ）パーセン

トまでは、ちょっと出してはいないんですけど

も、幾つか、辞退とかで不調になっている案件

がございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 災害復旧事業で、もう

ほとんど一般単独、一般財源でされているみた

いですが、これは災害復旧とか、ああいうの、

使われないですか。給食センターとか、国のあ

れは。ほとんど一般財源の気がしたんですが。 

○理事兼教育施設課長（有馬健一君） 小中学

校につきましては、国の補助を使っておりま

す。ただ、当初の予定よりは、災害査定におき

ましてかなり減額にはなっております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 給食センターについて

は、これはもうおりないということで。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） 給食セ

ンターにつきましては、新しい基準に合致した

新しい施設をですね、つくる場合は補助とかが

ありますけども、修繕に関しては補助がないと

いうことでございます。 
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 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 地震のあれでも、だめ

ということですね。 

○理事兼教育政策課長（宮田 径君） この地

震に関しての国からの補助があれば使用してお

りますので、補助はないということで、一部、

応援基金ですかね、あれを繰り入れて工事を行

ったということでございます。 

 以上です。（委員橋本幸一君「わかりました。

結構です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ以上で質疑

を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほど、ちょっと、あ

っていました、くま川教室の件なんですけど、

建物もですね、私も何回か見に行かせてもらっ

ていますし、中でいろいろと先生方ともお話を

させていただいたりとかありまして、それか

ら、結構、年数もたちましたんで、この委員会

としても、また行ければなというふうに思いま

すけど、老朽化はどうしてもですね、あると思

いますし、言われたように、狭いんですよね。

やっぱり、２０人ばっかり、もう子供たちがそ

こに来ているというふうなことであれば。 

 そして、場所的に、やっぱり行きやすいとこ

ろじゃないといかんというともありますので、

非常に難しいとは思うんですけど、選定とかも

あるんだろうとは思うんですけど、早くです

ね、やっぱり、そういった環境整備のほうです

ね、もう何年も前から言われていると思うんで

すね、これも、やっぱり、いろんな議会のほう

からもですね、一般質問とかでも取り上げられ

たりとかしていましたので。ぜひ、建てかえと

か、そっちのほうのですね、検討をですね、お

願いをしておきたいというふうに思います。 

 あと、指導員の方についてもですね、今、８

人おられるということなんですけども、若干、

何か、賃金とか、そういったところの面でです

ね、ちょっと、待遇がちょっと、それでいいの

かなというような部分もあります。そこら辺の

ところも、ぜひ御検討願いたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう１点、学校給食の施設の関係ですけれど

も、こちらのほうも、単独でされたところ、共

同調理場に新しく整備されるだろうというふう

に思います。現行の、今のあれに合わせてとい

うことなんで、乾式のきれいなやつでやってい

かれるのだろうと思うんですけれども、そちら

のほうも早くですね、進めていただきたいなと

いうふうに思います。 

 あとですね、ちょっと、よく保護者の方から

ですね、聞いているのが、つくる調理場のです

ね、によって、給食の内容がですね、非常に違

うと。同じですね、八代市内の給食なんだけ

ど、もちろん、つくる場所で違うというのはわ

かるんですけれども、栄養が偏ってはせんかと

かですね、調理場によって何か、すごい質素だ

ったりとかというのを見受けるというふうなこ

とで言われるんですよ。そういったところをち

ゃんと把握されているのか、把握されていると

は思うんですけれども、そこのところをです

ね、ちょっと、もう一度確認をしていただきた

い。やっぱり、同じですね、給食費を払ってい

るという保護者間の中で、そういったことがあ

るというのはですね、非常に問題だろうし、私

も、たまに見るときにですね、本当、これで栄

養足りるのかなというときもあったんで、そこ

のところもちょっと確認をされていただきたい

なというふうに思います。 

 最終的にですね、全体的な話なんですけど、

余り国からの補助金とかというのが見えてこな

いですけど、最終的には交付税措置されますよ

というような話もありました。であればです
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よ、八代市の方針として、交付税措置の関係で

あれば、教育費についてもですよ、私はどんど

ん潤沢に使ってほしいなと思うんですよ。そこ

は。というこっでお願いをしておきたいと思い

ます。 

 教育費のほう、まだ、私たちのほうからすれ

ば、やっぱり１０％ぐらいですね、総額に占め

る割合の１０％、１割程度は使ってほしいと、

そこだけ、教育に力入れてほしいというような

思いがありますんで、ぜひお願いをしておきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかに意見ありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 先ほどの語学指導外

国青年招致事業、今度、小学校からも英語教

育、入りますので、ぜひともですね、学校によ

って非常に差ができないようなですね、しっか

りした配置と教育力ば上げていただくよう、お

願いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で第

９款・教育費及び第１０款・災害復旧費中、教

育部関係分についてを終了します。 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午前１１時３９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４３分 本会） 

○委員長（上村哲三君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、第３款・民生費、第４款・衛生費及び

第１０款・災害復旧費中、健康福祉部関係分に

ついて、まず、第３款・民生費及び第１０款・

災害復旧費中、健康福祉部関係分について説明

を願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 平成２８年度一般会計歳入歳出決算の認定を

お願いするに当たりまして、健康福祉部が所管

します第３款・民生費、第４款・衛生費につき

まして、部長としての総括を述べさせていただ

きます。座らせていただきます。 

 まず、民生費についてです。 

 児童福祉分野では、私立の保育所保育委託事

業は前年度に比べ増加しております。これは、

夫婦共働き家庭の増加や核家族化の進行が要因

で少子化の中、入所児童がふえていることや保

育単価の改定によるものです。まだまだ保育需

要はあると考えております。他市町村に先駆け

まして、平成２７年度から第３子以降の保育料

無料化も実施するなど、子育て世帯の経済的な

負担軽減を図っているところです。今後の国の

施策の動向を注視していきたいと考えておりま

す。 

 また、子供が小学生になってからの放課後や

夏休み、冬休み等の対応としての放課後児童ク

ラブは、ますますその重要性が増してきていま

す。平成２８年度は東陽キッズクラブの開設

や、あげまち児童クラブの改築がありましたも

のの、保護者の利用ニーズの増加から、２９年

度は当初、希望のクラブに入れなかったクラブ

待機児童数が約８０名おります。今後、待機児

童解消に向け、学校施設を活用したクラブの増

設、社会福祉法人等が設置しているクラブの増

築、新築等に積極的に支援を行っていく必要が

あると認識しています。 

 次に、高齢者福祉分野ですが、本市の高齢化

率は３２％を超えました。平成２８年度は、認

知症対応型グループホーム１カ所の整備に補助

を行うなど、超高齢社会に突入した本市の計画

的な施設整備を行っています。 

 次に、障害者福祉分野ですが、平成２８年

度、今後の本市における障害者施策を推進する

ための指針となる計画期間が平成２９年度から
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３２年度の第３期八代市障がい者計画を策定し

ました。この計画では、目指す姿を「ともに支

えあい 自分らしく暮らせる 心のかよいあう

まち やつしろ」とし、自立と地域生活の確

立、自己選択・決定と社会参画の推進、ともに

生きる地域社会の実現の３つの基本目標に基づ

いて、地域生活、保健・医療、療育・教育など

の９つの分野別に施策を推進することとしまし

た。 

 さて、決算につきましては、生活介護、施設

入所支援等の介護給付、就労継続支援等の訓練

等給付などの障害福祉サービス給付事業が前年

度に比べて伸びています。これは、障害者の就

労機会等の提供の場として、特に、就労継続支

援の利用が多くなったことなどによるもので

す。このことは、障害者の経済的な自立を促す

という面からも、いいことだと考えています。

また、児童発達支援・放課後等デイサービスな

どを行う障害児通所支援事業も伸びています。

利用者も多くなり、事業所もふえてきているの

が増加の要因です。対象児童数が増加傾向にあ

る中、このことが障害児支援の充実につながっ

ていると考えています。 

 次に、生活保護分野ですが、生活保護費給付

事業は、保護世帯数の増加、特に高齢世帯の増

加したことに伴い、前年度に比べふえていま

す。そのような中、生活保護費の不正受給事案

が見受けられますが、所得調査を実施するなど

適正、公正な運用に努めており、今後も適切に

対応していきたいと考えています。 

 次に、熊本地震関連の事業ですが、改めまし

て、熊本地震で被災された皆様に対しまして、

お悔やみ、お見舞いを申し上げます。 

 災害関連での死亡等に対する災害弔慰金等の

支給、また、被災世帯の生活再建のための災害

援護資金の貸し付け、住家の一部損壊世帯への

見舞金の支給、また、福祉避難所の開設なども

行いました。今後も、一日も早い復旧、復興を

願い、事務を進めてまいります。 

 幾つかの事業を申し上げましたが、今後も民

生費は増加の傾向にあると考えています。本市

の財政力にも限界がありますが、特に少子化対

策には力を入れていきたいと考えています。 

 続きまして、健康福祉部が所管します衛生費

についてです。 

 まず、こども医療費助成事業ですが、平成２

８年４月から子供の対象年齢をそれまでの小学

校６年生までから中学校３年生まで拡大しまし

た。このように、子供の健康保持、増進や子育

て世代の経済的な負担軽減を図っているところ

です。さらに、早い段階で、高校３年生まで実

施できるよう取り組んでまいります。 

 次に、乳児全戸訪問、４カ月児、７カ月児、

１歳６カ月児、３歳児の健診等を行う乳幼児健

康支援事業ですが、さまざまな受診勧奨によ

り、ほぼ１００％に近い受診率となっていま

す。子供の健やかな成長のためにも、今後もぜ

ひ受診してもらえればと思います。また、健診

で、子供の発達が気になる幼児が増加傾向にあ

りますので、家庭や保育所の訪問などフォロー

体制もとっています。 

 次に、健康増進事業ですが、各種がん検診に

取り組んでおります。平成２７年の統計により

ますと、本市の全死亡者数１５９０名のうち、

３８０名の方が、がんで亡くなられています。

このことからも、がん検診は重要な役割を担っ

ていると言えます。ところが、平成２８年度の

各種がん検診の受診率は前年度に比べ、おおむ

ね減少しているという結果となっています。熊

本地震の影響もあると思いますが、早期発見、

早期治療で救える命があることを訴え、がん検

診の効果をさらに啓発し、受診率の向上を目指

していきたいと考えています。 

 次に、予防接種事業では、日本脳炎、ヒブワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチンや、高齢者イ

ンフルエンザ、高齢者肺炎球菌などの予防接種
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を行っていますが、市民、特に子供、高齢者の

健康を維持することに結びつき、病気の重篤化

を防ぐことにつながっていると思っています。

また、国の予防接種に対する考えの動向に注視

していきたいと思います。 

 幾つかの事業を申し上げましたが、本市は超

高齢社会となっていますが、これからは健康寿

命を伸ばしていくことが大切だと考えていま

す。そのためには、市民みずからが、自分の健

康は自分でつくり守るという意識を持ち、実践

することが何よりも重要です。そのためのきっ

かけとなる取り組みを検討していきたいと思い

ます。ひいては、医療費の減少にもつながって

きます。そのためには、各校区まちづくり協議

会や医療機関を初めとする関係団体とさらなる

連携、協力をし、市民の健康づくりの支援をし

ていきたいと考えています。 

 以上、平成２８年度一般会計決算の民生費、

衛生費につきましての健康福祉部長としての総

括といたします。 

 議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算、第３款・民生費と第１０款・災

害復旧費のうち民生関係分を小藪健康福祉部次

長から説明させますので、よろしく審議お願い

します。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）よろしくお願いしま

す。 

 歳出のうち、民生費につきまして、平成２８

年度における主要な施策の成果に関する調書な

どを用いまして、歳出の個々の決算について順

次説明いたします。座りまして説明いたしま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、主要な施策の調書（その１）の４

８ページをお願いします。 

 款３・民生費の主な事業について説明しま

す。 

 まず、下の表、民生委員・児童委員関係事業

は、民生委員、児童委員、主任児童委員の方々

の活動に要する経費でございまして、２３５８

万円を支出いたしました。民生委員・児童委員

は、福祉に関する相談援助を行うことにより、

市民が健やかに暮らせるまちづくりに貢献され

ておられます。さらに、急速に進む少子高齢化

や家族形態の変化により増加する独居高齢者や

生活困窮者への対応、児童虐待の増加など、民

生委員・児童委員に対する市民ニーズや、市の

地域福祉施策を実施していく上で民生委員・児

童委員活動の重要性はますます高まっておりま

す。今後の方向性としましては、現行どおり市

による支援を実施するとしております。 

 次に、４９ページ、上の表の生活困窮者自立

支援事業ですが、これは、生活保護に至る前の

生活困窮者に対し、本人の状態に応じた包括的

かつ継続的な支援を実施することにより自立の

促進を図るものです。そのため自立相談支援や

住宅確保給付金の支給、その他の支援を行うも

のです。決算額は２９８０万２０００円で、必

須事業である自立相談支援事業、住宅確保給付

金支給事業のほか、就労準備支援事業、家計相

談支援事業、学習支援事業、一時生活支援事業

の任意事業も実施しています。なお、特定財源

として、国庫支出金４分の３などがあります。

また、今後の方向性として、現行どおり市によ

る実施を続けるとしております。不用額１９２

万７０００円は、主に住宅確保給付金事業の利

用者が見込みより少なかったことなどによるも

のです。 

 次に、下の表、地域介護・福祉空間整備等交

付金事業ですが、介護施設等の入居者の安全確

保のため、スプリンクラーの整備に要する経費

を有料老人ホーム二見に、また介護従事者の負

担軽減を図るため介護ロボットの整備を行った

特別養護老人ホーム安寿の里ほか１５事業所に

対する交付金です。決算額は１６８２万５００
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０円で、特定財源として国庫支出金が全額あり

ます。また、今後の方向性として、現行どおり

市による実施を続けるとしています。 

 次に、５０ページ、下段の介護基盤緊急整備

特別対策事業ですが、この事業では、市が計画

する介護施設、地域密着型認知症対応型共同生

活介護事業所、グループホームの整備を行う株

式会社大渕産業に対し施設等の整備事業費を補

助しています。決算額は３０００万円です。そ

のほかに平成２９年度への繰り越し分として１

億１６００万円があります。これは、介護施

設、地域密着型介護老人福祉施設事業所の整備

を予定されていた社会福祉法人至誠会が、熊本

地震復興事業の影響で、資材及び作業員を確保

できず、年度内の完成が見込めないため繰り越

しとなっております。なお、特定財源としまし

て、県支出金が全額あります。また、高齢化、

高齢者のみの世帯の増加から施設利用のニーズ

は高まっているため、今後も現行どおり市によ

る実施を続けるとしております。 

 次に、５１ページ、上の表のシルバー人材セ

ンター運営費補助事業ですが、健康で働く意欲

を持つ高齢者の経験、能力を生かした多様な就

業機会を確保、提供し、高齢者の地域社会への

参加を通した生きがいづくりを図る公益社団法

人八代市シルバー人材センターの事業運営を支

援しています。決算額は２１４３万円で、内訳

は、本部・活動拠点運営費補助事業に国からの

直接支給と同額の７０８万８０００円、事業費

補助として１４１５万２０００円が主なもので

ございます。なお、特定財源はありません。ま

た、今後の方向性として、現行どおり市による

支援の実施を続けるとしています。 

 次に、５２ページ、上の表の老人福祉施設入

所措置事業ですが、６５歳以上の高齢者で、環

境上及び経済的な理由により、居宅において養

護を受けることが困難な者を引き受ける施設で

ある養護老人ホームに措置を委託することに伴

う経費です。決算額は２億１９６８万１０００

円で、入所措置委託料２億１９６１万６０００

円が主なものです。なお、特定財源として、施

設入所者の負担金があります。また、今後の方

向性として、民間委託を活用しながら市による

実施を続けるとしています。不用額は１４７２

万２０００円ですが、入所者が見込みよりも下

回ったことによるものです。 

 次に、下の表の社会福祉団体育成事業です

が、本市の地域福祉を推進する八代市社会福祉

協議会の育成を図るため、事務局職員１７名の

人件費１０分の１０を補助しています。社会福

祉協議会は、ふれあい委員、ボランティア支援

など地域福祉において中核を担っていますが、

そのほとんどが採算性の低い事業であるため、

社会福祉協議会が継続した福祉サービスを提供

できるよう財務状況の安定を図る必要性があり

ます。決算額は１億７９３万３０００円でござ

います。なお、特定財源はありません。今後の

方向性として、現行どおり市による支援の実施

を続けるとしております。 

 次に、５３ページ、上の表、災害見舞金等支

給事業ですが、これは、災害弔慰金等に関する

条例に基づき、死亡または障害の原因が災害に

関連すると認定された被災者の遺族などに対し

災害弔慰金等の支給や、災害により被害を受け

た生活の立て直しのための災害援護資金の貸し

付け等を行うものです。決算額は２２３５万９

０００円で、災害弔慰金４人、１２５０万円、

災害障害見舞金１人、１２５万円、災害援護資

金貸付金４件、８４０万円が主なものです。な

お、特定財源として、災害弔慰金に対しては県

支出金が４分の３や災害援護貸付資金に対して

は１００％の地方債があります。また、今後の

方向性として、法により市町村が実施主体とさ

れており、今後も災害弔慰金等の迅速な支給に

努め、市による実施を続けるとしています。不

用額２３６４万１０００円は、見込みより対象
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者が少なかったことによるものです。 

 次に、下の表、災害見舞金等支給事業（一部

損壊）（地震災害関連）ですが、これは平成２

８年熊本地震により一部損壊した世帯のうち、

住家被害の復旧経費が３０万円以上要した世帯

に対し、３万円の災害見舞金を支給するもので

す。なお、復旧経費が１００万円以上要した世

帯は、熊本地震義援金の対象となるため、この

災害見舞金の支給はありません。決算額は３３

８万４０００円で、制度案内パンフレット郵便

料２４万６０００円、災害見舞金１０２件、３

０６万円が主なものです。なお、特定財源とし

て、全額、全国から寄せられた八代市災害寄附

金を充当しております。また、５７２１万６０

００円が、平成２９年度へ繰り越されておりま

す。 

 次に、５４ページ、下の表、更生医療給付事

業ですが、１８歳以上の身体障害者手帳の所持

者が指定医療機関で、障害を軽くしたり、日常

生活能力等を回復させるために必要な医療を受

ける場合に、医療費の一部を市が負担するもの

です。決算額は１億８１３１万７０００円で、

心臓手術、人工透析などの医療給付費１億８１

０７万４０００円が主なものです。なお、特定

財源として、国庫支出金が２分の１、県支出金

が４分の１あります。また、今後の方向性とし

て、現行どおり市による実施を続けるとしてい

ます。不用額２１１６万８０００円は、１件当

たりの金額が当初見込みより少なかったことに

よるものです。 

 次に、５５ページ、上の表の重度心身障がい

者医療費助成事業ですが、身体障害者手帳１

級、２級、療育手帳Ａ１、Ａ２の所持者などの

重度心身障害者や重度障害児を対象に医療費の

一部を助成するもので、入院外では１０２０

円、入院では２０４０円を控除した額を助成し

ます。決算額は２億６５６７万３０００円で、

医療費助成額２億６３７０万５０００円が主な

ものです。なお、特定財源として、県支出金が

２分の１あります。また、今後の方向性とし

て、現行どおり市による実施を続けるとしてい

ます。 

 次に、５５ページ、下の表、特別障害者手当

等給付事業ですが、重度の障害を有するため日

常生活において常時特別の介護を要する障害

者、障害児等に手当を支給するもので、日常生

活に常に特別の介護を要する在宅障害児を対象

に月額１万４６００円を支給する障害児福祉手

当、同様の２０歳以上の在宅の重度障害者を対

象に月額２万６８３０円を支給する特別障害者

手当などがあります。決算額は５６４８万円

で、内訳としては、障害児福祉手当１２５６万

９０００円、特別障害者手当４２６５万８００

０円が主なものです。また、今後の方向性とし

て、現行どおり市による実施を続けるとしてい

ます。不用額８３万３０００円は、対象者が見

込みより少なかったことによるものです。 

 次に、５６ページ、下の表、地域生活支援事

業ですが、障害者や障害児が能力や適性に応

じ、自立した生活を営むことができる地域社会

を実現するため、障害者及び障害児の相談支

援、理解促進の研修、意思疎通の支援、日常生

活用具の給付、地域活動の支援などを実施して

います。決算額は１億１８０９万８０００円

で、すまいる、あい、きらきらの里、かんねの

４カ所の地域活動支援センター事業委託料３０

２０万円、すまいる、かんねさこ荘の２カ所の

相談支援事業委託料１７１４万７０００円、日

常生活用具給付事業２６９４万４０００円、日

中一時支援事業２３６６万８０００円などが主

なものでございます。なお、特定財源として、

国庫支出金２分の１、県支出金４分の１などが

あります。また、今後の方向性として、現行ど

おり市による実施を続けるとしています。不用

額は８０５万円ですが、事業利用が見込みより

も下回ったことなどによるものです。 
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 次に、５７ページ、上の表、障害福祉サービ

ス給付事業ですが、障害者が自立した生活を送

れるように、日常生活に必要な支援が受けられ

る介護給付と、自立した生活に必要な知識、技

術を身につける訓練等給付及びサービスの利用

計画作成のケアマネジメントを導入した相談支

援事業を実施しています。決算額は２５億２０

９９万２０００円で、居宅において入浴、排せ

つ及び食事などの身体介護、家事援助を行う居

宅介護５４４５万７０００円、病院における機

能訓練、療養上の管理、看護などを行う療養介

護１億８５３８万円、昼間、入浴、排せつ及び

食事などの介護、創作的活動または生産活動の

機会の提供などを行う生活介護８億３０８１万

４０００円、夜間、入浴、排せつ及び食事など

の介護などを行う施設入所支援３億５６万２０

００円、就労希望者に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

う就労移行支援６３８６万３０００円、通常の

事業所に雇用されることが困難な者に、就労の

機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提

供、知識や能力の向上のために必要な訓練、そ

の他の必要な支援を行う就労継続支援のうち雇

用契約のあるＡ型３億８８６２万４０００円、

雇用契約のないＢ型３億１７３３万３０００

円、共同生活の場所で主に夜間、相談や日常生

活上の援助を行う共同生活援助２億３０８３万

３０００円が主なものでございます。なお、特

定財源として、国庫支出金２分の１、県支出金

４分の１があります。また、今後の方向性とし

て、現行どおり市による実施を続けるとしてい

ます。不用額は９８０万３０００円ですが、事

業利用が見込みよりも下回ったことによるもの

です。 

 次に、５８ページ、上の表、障がい児通所支

援事業ですが、障害児に対して将来自立した生

活が送れるよう機能訓練等療育の提供及び保護

者に対して家庭での療育に関する支援や助言を

実施しています。決算額は３億６９７３万１０

００円で、未就学の障害児に日常生活における

基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練な

どを行う児童発達支援１億２６８５万５０００

円、就学している障害児に生活能力向上のため

の必要な訓練などを行う放課後等デイサービス

２億１２６６万６０００円が主なものです。な

お、特定財源として、国庫支出金２分の１、県

支出金４分の１があります。また、今後の方向

性として、現行どおり市による実施を続けると

しています。 

 次に、５９ページ、下の表の臨時福祉給付金

給付事業ですが、平成２８年度は、平成２７年

度の住民税が非課税で６５歳以上の市民１万７

５８０人に１人当たり３万円を支給した高齢者

向け給付金、平成２８年度住民税非課税の市民

２万８１８２人に１人３０００円を支給した臨

時福祉給付金、平成２８年度住民税非課税で障

害年金または遺族年金を受給している１１２０

人に１人３万円を支給した障害・遺族年金受給

者向け給付金の３本の給付金事業を、低所得者

への経済対策及び消費税率引き上げの影響緩和

策として実施しております。平成２９年度への

繰り越しとして５億４９８４万円があります。

なお、特定財源として、国庫支出金が１０分の

１０あり、今後の方向性として、国の事業補助

があれば、現行どおり市による実施を続けると

しています。不用額は１億９５８６万１０００

円ですが、給付金受給者数が当初見込みより少

なかったことが主な理由です。 

 次に、６１ページ、上の表のひとり親家庭等

医療費助成事業ですが、ひとり親家庭等の医療

費の一部負担金の３分の２を助成するもので

す。決算額は２８５３万７０００円で、助成金

２８４７万８０００円が主なものです。なお、

特定財源として、県支出金が２分の１ありま

す。また、今後の方向性として、現行どおり市

による実施を続けるとしています。不用額１３
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０万３０００円は、助成件数が当初見込みを下

回ったためです。 

 次に、６２ぺージ、下の表の放課後児童健全

育成事業ですが、仕事などのため昼間、保護者

のいない家庭の小学校児童を対象に、子供の安

全、安心を確保し、児童の健全育成と保護者の

仕事と子育ての両立を図る放課後児童クラブ２

７カ所に対し事業を委託しています。決算額は

１億３６５７万２０００円です。なお、特定財

源として、国県支出金それぞれ３分の１があり

ます。また、今後の方向性として、依然、利用

ニーズも高いことから、規模拡充を図りながら

市による実施を続けるとしています。不用額は

５１０万７０００円ですが、放課後支援員の処

遇改善や小規模クラブ支援を行う加算事業の実

施箇所数が見込みを下回ったことによるものな

どです。 

 次に、６５ページ、下の表の児童手当事業で

すが、中学校卒業までの児童を養育している者

に対し、３歳未満に１万５０００円、３歳から

小中学生まで１万円などの手当を支給するもの

です。決算額は２０億１９９５万６０００円

で、手当支給額２０億１８９５万５０００円が

主なものです。なお、特定財源として、児童の

年齢等により異なりますが、国庫支出金の６分

の４、県支出金６分の１などとなっています。

また、今後の方向性として、現行どおり市によ

る実施を続けるとしています。不用額は１０３

５万３０００円ですが、対象者が見込みよりも

下回ったことによるものです。 

 次に、６６ページ、上の表、児童扶養手当事

業ですが、１８歳未満の児童を監護及び養育す

るひとり親家庭の父母などに対し手当を支給す

るもので、全部支給の場合、月額４万２３３０

円となっておりますが、受給者の所得に応じて

月額４万２３２０円から９９９０円の一部支給

の場合があります。決算額は７億６５５７万４

０００円で、手当支給額７億６５４２万４００

０円が主なものです。なお、特定財源として、

国庫支出金が３分の１あります。また、今後の

方向性として、現行どおり市による実施を続け

るとしています。不用額２３１７万７０００円

ですが、受給件数が見込みよりも下回ったこと

によるものです。 

 次に、６８ページの上の表の公立保育所運営

事業ですが、公立保育園１１園の管理運営を実

施し、児童の保育を行っています。決算額は２

億５３２７万４０００円で、臨時保育士７８名

の賃金１億１５１１万４０００円、給食の賄い

材料代５２４０万５０００円、７園の給食業務

委託２５１８万９０００円が主なものです。な

お、特定財源として、保育料、一部を対象にし

た県支出金などがあります。また、今後の方向

性として、市による実施を続けながら、必要に

応じて民営化を進めるとしています。不用額は

２９６７万９０００円ですが、熊本地震の影響

による登園児童の減少による賄い材料代の減

額、臨時保育士等の雇用減による賃金、社会保

険料の減額などによるものです。 

 次に、６８ページ、下の表の私立保育所保育

委託事業ですが、保育が必要である児童の保育

を私立の保育所に委託しています。決算額は４

４億９７８７万１０００円で、市内の私立保育

園４５園への保育委託料４４億４６７１万６０

００円、氷川町など市外の私立保育園１９園へ

の保育委託料４８５７万２０００円などです。

なお、特定財源として、国庫支出金２分の１、

県支出金４分の１、保育料などがあります。ま

た、今後の方向性として、法や国の基準に基づ

き、現行どおり市による実施を続けるとしてい

ます。不用額は１２９６万５０００円ですが、

保育園入所者が見込みよりも下回ったことによ

るものです。 

 次に、６９ページ、下の表の私立保育所施設

整備事業ですが、私立保育園の老朽化による改

築や大規模修繕などの施設整備に対し、補助を
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実施しています。決算額は１億３２４３万７０

００円で、揚町保育園の園舎改築工事１億２９

７８万円と、前年度からの解体工事に不測の期

間を要したため繰り越された太陽保育園旧園舎

解体工事２６５万７０００円となっておりま

す。また、平成２９年度への繰り越し３８２万

９０００円があります。これは揚町保育園園舎

改築工事で、熊本地震復興の影響で資材及び作

業員の確保に時間を要し、旧園舎の解体工事の

年度内完成が見込めないことによるものです。

なお、特定財源として、国庫支出金２分の１が

あります。今後の方向性として、安心して保育

できる環境を整備するため、現行どおり市によ

る実施を続けるとしています。 

 次に、７１ページ、下の表の生活保護費給付

事業です。生活困窮者に対し、最低限度の生活

を保障するための生活保護費の支給や就労支援

などの自立助長に向けた援助を実施していま

す。決算額は２８億９０６５万３０００円で、

衣食その他日常生活に対する生活扶助７億６６

０５万４０００円、家賃等に対する住宅扶助３

億１２９１万７０００円、介護に対する介護扶

助７５８８万５０００円、病気の治療費に対す

る医療扶助１６億２６５３万３０００円、高校

の修学費用などに対する生業扶助５７６万４０

００円、出産に対する出産扶助２２万２０００

円、葬儀などに対する葬祭扶助３６７万３００

０円、千草寮など５カ所の救護施設の入所費用

に対する施設事務費９０４７万２０００円が主

なものです。なお、特定財源として、国庫支出

金４分の３などがあります。また、今後の方向

性として、現行どおり市による実施を続けると

しています。 

 次に、７２ページ、下の表の住宅応急修理事

業（災害関連）ですが、平成２８年熊本地震に

伴い、災害救助法に基づき、被災した住宅の修

理をみずからの資力で行うことができない被災

者を対象に、被災した住宅の日常生活に必要な

最小限の部分の応急修理８３件を実施するもの

です。決算額は４５８４万円で、２９年度への

繰越額１１７６万円があります。また、特定財

源として１０分の１０の県支出金があります。

今後の方向性としては、現行どおり市による実

施を続けるとしております。 

 次に、７３ページ、上の表、福祉避難所運営

事業（災害関連）ですが、平成２８年熊本地震

において、特別な配慮が必要な高齢者、障害者

などの避難者を受け入れた福祉避難所に対し、

設置運営に要した経費の支払いを行うもので

す。決算額は１６２万８０００円で、要配慮者

の延べ３４６人を受け入れた福祉避難所３カ所

の設置運営費１３３万２０００円、食費２３万

９０００円が主なものです。なお、特定財源と

して１０分の１０の国庫支出金があります。今

後の方向性としては、きめ細かな対応ができる

よう改善を行いながら市による実施を続けると

しております。 

 続きまして、民生費の主な予算流用ですが、

八代市一般会計歳入歳出決算書１２６ページ、

１２７ページをお願いします。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目３・社

会福祉対策費、節２１・貸付金から、節２０・

扶助費へ１１２５万円を災害弔慰金が不足した

ため流用しております。 

 また、民生費の主な不用額について、主要な

施策で説明していないものを説明します。 

 まず、一般会計歳入歳出決算書の１２４、１

２５ページをお願いします。 

 中ほどの、項１・社会福祉費、目１・社会福

祉総務費、節２８・繰出金で、不用額は１億１

３４５万２４４７円ですが、介護保険特別会計

の残額６３０８万８０００円、国民健康保険特

別会計の残額２３４４万３０００千円、後期高

齢者医療特別会計の残額２６９２万２０００円

で、いずれも見込み額より執行額が下回ったた

めです。 



 

－28－ 

 次に、平成２８年度における主要な施策の成

果に関する調書の１９４ページをお願いいたし

ます。 

 款１０・災害復旧費のうち民生関係分につい

て説明します。 

 上の表の民生施設災害復旧事業ですが、平成

２８年熊本地震及び梅雨前線豪雨の影響による

災害復旧費で、公立保育園７園の屋根、外壁等

の破損に伴う修理や復旧工事が主なものです。

決算額は６３４万２０００円です。なお、特定

財源として４分の３の県支出金があります。 

 以上、民生費、災害復旧費の民生関係分につ

いて説明とさせていただきます。御審議、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、午前中の

審議は第３款・民生費及び第１０款・災害復旧

費の説明までとして、休憩いたします。午後は

１時２５分から再開いたします。よろしくお願

いいたします。 

（午後０時２１分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２５分 開議） 

○委員長（上村哲三君） それでは、午前中に

説明のありました第３款・民生費及び第１０

款・災害復旧費について質疑を行います。質疑

をお願いします。 

○委員（鈴木田幸一君） ４８ページですけ

ど、主要な施策の成果に関する調書及び土地開

発……、この中でですね、民生児童委員の事業

関係でありますが、以前、私も一般質問したん

ですけれども、情報のですね、共有化というこ

とで、民生委員の方から、非常に情報をいただ

くのが少なかったということで御不満がありま

した。そのことで、情報をもう少し提供するこ

とによって、民生委員をふやしてきたらどうか

ということで言いましたところです。このごろ

は非常に情報をいただきながら活動しやすくな

ったちゅうもののですね、まだ欲しい情報もあ

りますがということでありました。 

 今、そういったことで、どの程度の情報、ど

の程度ちゅう内容じゃなかったですけども、情

報についてはどのような考え方を持っておられ

るか、お聞きしたいと思いますが。 

○委員長（上村哲三君） 鈴木田委員、情報は

どのような情報でしょうか。担当課がおのおの

違いますので、具体的に述べていただかない

と、執行部のほうが戸惑うと思いますが。 

○委員（鈴木田幸一君） 例えばですね、老人

の方々の名簿とか、あるいは子供のですね、離

婚されて、母子家庭、父子家庭の中で、どうい

った方々が自分の地域の中におられるかとかい

う、そういった情報の中で、もし民生委員の

方々が求めたとき、その情報を今やっておられ

るかどうかという話なんです。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 長寿支

援課、秋田でございます。 

 老人の名簿ということでございますが、毎年

ですね、６５歳以上の方の名簿を提供しており

ます。 

 以上です。 

○こども未来課課長補佐兼子育て支援係長（森

田克彦君） ひとり親家庭の情報につきまして

は、特に民生委員さんのほうには情報としてお

渡ししておりませんが、児童虐待のおそれがあ

る家庭であるとか、支援が特に必要な家庭につ

きましては、民生委員さんに御連絡をしまし

て、連携とか協力のお願いをしているところで

ございます。 

○委員（鈴木田幸一君） ありがとうございま

した。 

 私がここで言いたい質問はですね、基本的に

は、いわゆる情報をいただきたいちゅう、民生

委員の方からのお願いがあった場合……。 

○委員長（上村哲三君） 民生委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 民生委員。あった場

合ですね、以前はですね、情報がなかなか出せ
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ないということでですね、個人情報が出せない

ちゅうことで、非常に、それの情報がもらえな

かったちゅう状況があったんですよ。それで、

できるだけ情報をいただきながら、守秘義務を

しっかり民生委員の方々に徹底していくなら

ば、もともと民生委員という方は地域の代表で

あらすし、しっかり、その辺のわかられる方だ

からちゅう、そういった提案したことがありま

して、その後、非常に情報をいただくようにな

ったちゅう情報がありましたけれども、まだま

だ、少し、その辺の問題があるようだというふ

うに聞きましたので、一応聞いたわけなんです

よ。 

 今のお話を聞きまして、もし民生委員の方々

から、そういった情報の提供をいただくことが

ありましたならば、そこをしっかりですね、守

秘義務と同時にですね、していくならば、よろ

しいかと思います。これは要求、要望と重なり

ますけれども。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと今、話が交

錯したんで、民生委員の方が行政に対して情報

を求められるのか、逆に、逆のことを今言われ

たんで。だから、どっちなんですかね。 

○委員（鈴木田幸一君） 民生委員の方々から

ですね、情報をいただきたいちゅうお願いがあ

ったとき、いわゆる個人情報だから、なかなか

難しいんですよということで、その情報が出さ

れなかった時期があったんですよ。今でも多

分、そういったことがあると思います。 

 だから、そのことに対してですね、しっかり

吟味したところで、情報を、何もかにも上げな

さいということじゃなくて、守秘義務と同時

に、もし、やれる情報がありましたならば、提

供してもらいたいちゅう話を聞いておりました

ので、ここで今、話をしよるところで、質問と

同時に要望も出したところであります。 

○委員長（上村哲三君） 部長のほうで総括し

て、今のは、総括的な意味があるから、各担当

課じゃなくて。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 今の委員の御質問でございますが、民生委員

へのですね、情報の提供につきましては、こち

らでですね、出せるところはですね、出して、

業務にですね、支障のない範囲では出していき

たいというふうに思っています。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。ありがとうご

ざいました。もう一つ、よかですかね。 

 ７１ページですが、生活保護給付事業の中で

ですね、もし、わかられるならば、年齢別にで

すね、今、生活保護、どれだけ給付しておるか

という、例えば、２０代が何人とか、３０代が

何人とかいうとがわかっておりましたならば、

いただきたい。なんか、質問……。 

○生活援護課長（中田利一郎君） ただいまの

年齢別につきましてですけれど、８月現在です

けれど、済みません、２０代というか、まずゼ

ロ歳から５歳まで、これは未就学児ですね、が

１０名、それから６歳から１４歳まで、就学、

小中学校が５２名、それから稼働年齢層、これ

は１５歳以上６４歳未満を稼働年齢層と言いま

すが、６６２名、それから６５歳以上が１０４

６名となっておりまして、高齢者が約６０％を

占める割合で、未就学児は０.５６、小中学生

が３％弱、稼働年齢層が３７％といった状況で

ございます。 

○委員（鈴木田幸一君） 特に、稼働年齢層の

方で６６２人おられますけれども、その方々

は、それ相当の理由があって、生活保護をいた

だいておられると思いますが、それに対して、

できるだけ自立できるような指導は、どのよう

な指導をしておられるか、お聞きしたいと思い

ます。 

○生活援護課長（中田利一郎君） 稼働年齢層

の方につきましては、まず障害がある方とか、

病気ですね、主治医等を訪問しまして、稼働が
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できるか、できないかという、まず判断をいた

します。主治医だけじゃなくて、嘱託医と協議

いたしまして、その方が仕事ができる、できな

いという判断をいたしまして、その中で就労可

能となった者につきましては、就労指導を行っ

ていきます。 

 ただ、その就労指導の中でも、ハローワーク

とか就労支援員を活用して、就労自立支援事業

というのがありまして、そちらに参加の同意を

得た人は、ハローワークと就労支援員が中心と

なって指導をしていきますとともに、ケースワ

ーカーがまた指導を行うと。そういう事業以外

で、稼働年齢層で稼働可能な方は、まずハロー

ワーク等を通しての求職活動ということで、毎

月、求職活動の状況を報告していただき、そし

て事業への参加を呼びかけていきます。 

 それとあと、就労準備支援事業というのがご

ざいまして、長年就労していなかったとか、家

に閉じこもりがちで余り仕事していなかった方

には、就労準備支援事業というのに参加を促し

まして、参加をしていただいているところでご

ざいます。主には、そういったところでやって

おります。 

○委員（鈴木田幸一君） ありがとうございま

した。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 調書の５２ページにな

りますけれども、社会福祉協議会の件でお伺い

しますが、当時、今の、何といいますか、アー

ケード街に行ったときの状況からしますと、ア

ーケード街をにぎわう都市づくりということ

で、あそこに社会福祉協議会施設を建設された

わけですけれども、それについて、後の流れに

ついて、アーケード街の活性化についてはどの

ような対策がなされてきたのか。今現在、どの

ような状況になっているのか、それをお伺いい

たします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 なかなかですね、ここは健康福祉部の所管…

…、難しい御質問でですね。実際、アーケード

の通行にですね、どうかというと、なかなか難

しいところなんですが、少なくともですね、あ

そこの職員の、事務職員ですね、それと非常勤

職員、臨時職員もいますが、あそこの職員の通

行は確かにふえているということだけはです

ね、これは申し上げられますが、そのほかので

すね、済みません、影響につきましてはわかり

かねます。済みません。（委員福嶋安徳君「こ

れは担当外ですか」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 福嶋委員、きょうは

決算でございますので、決算の内容についての

質疑でお願いします。（委員福嶋安徳君「それ

について、やろうかと思っておりましたが。で

は、そこはやめます」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ６８ページに、保育

所の運営事業のことを書いてありますけども。

事業のそれぞれ書かれていますけど、今の段階

では待機児童なんかありましたら、その数なん

かを教えていただけると思いますが。 

○委員長（上村哲三君） どっちですか。公立

ですか、私立ですか、保育所。 

○委員（橋本徳一郎君） 両方あわせてという

形でお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 分けてできる。 

○こども未来課長（松川由美君） こども未来

課でございます。 

 分けずに……。 

○委員長（上村哲三君） 分けずに、はい。 

○こども未来課長（松川由美君） お答えさせ

ていただきたいんですけれども、待機児童の定

義といいますのが、家庭におきましては御兄弟

とかおられて、この保育園にぜひとも行きたい

というような方で待っておられる方ですとか、
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二、三十分以内で行けるところとか、そういう

ところを御希望のところの御家庭は除くよう

に、待機というふうにしておりませんもんです

から、そういうのを除きますと、今のところ、

八代市では待機児童はいないという。確かに、

待っておられる方はおられるんですけれども、

定義上は、おられないということになっており

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほどの社会福祉協

議、育成団体事業でありますが、もともとニー

ズが高いということで、採算が見込めない事業

とか、そういう事業の中……、具体的に言え

ば、どういう事業があるのかという、その辺。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 健康福祉

政策課、早木です。 

 社会福祉協議会におきましてはですね、生活

困窮者支援事業でございますとか、ボランティ

アセンター関連、それから、いきいきサロン関

係のほうでございますとか、そういった、あ

と、介護事業ですね、デイサービス事業などの

事業が主なものだというふうに思われます。 

○委員長（上村哲三君） 答えになっとらん。

どういうものが。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） その採算

……。 

○委員長（上村哲三君） 評価、評価、評価。

事業評価。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 済みませ

ん。 

○委員長（上村哲三君） 民間と競合している

分とか、そういうところを。それの問題点とい

うことで質問だと。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 失礼いた

しました。 

 民間と競合しているものとか、そういったも

のはですね、先ほど言いました介護事業、デイ

サービス事業ですね、そういったものは大体、

もう民間のほうが施設、それからサービスとも

に充実をしてきておりますので、社協のほうで

は、御利用になっている方がだんだんと減って

きておるというような状況はございます。 

 それから、生活困窮事業につきましてはです

ね、今回、熊本地震等がございまして、ささえ

あいセンターを社協のほうに設けまして、これ

まで生活困窮支援ということで社協がやってき

ました、その辺のノウハウをですね、生かし

て、熊本地震の被災者でお困りの御世帯への支

援ということをやっておるところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 今の回答の中では、介

護デイサービスの事業の部分に民間への移行が

あって、採算ベースでということと理解してよ

ろしいですね。問題あると。 

○委員長（上村哲三君） もう一回。 

○委員（橋本幸一君） 介護デイサービスの部

分というのが、今、民間との競合の中で減少し

つつあるので、採算ベースから言えば、非常に

社会福祉協議会としていくには問題がある部門

だということと理解してよろしいんですね。問

題あると。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） そのよう

に御理解でよろしいかと思います。 

○委員（橋本幸一君） 先般も、指定管理者で

いろいろ問題もあっているようでございます

が、今後ですね、社協のあり方というのをしっ

かりまた方向性を定めなければ、今後、同じよ

うな傾向がまた続いていくんではないかと、そ

ういう中で、行政として、社協との協議といい

ますか、調整といいますか、それについては何

かあっているんでしょうか。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 今出ましたデイサービス事業とか、こちらに

つきましては、いわば、今、最初にお尋ねがあ
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りました社会福祉団体育成事業、本来の目的と

は若干違いまして、介護保険事業ですので、そ

うではなくて、地域福祉そのものに対する補助

金ということでですね、社会福祉協議会の出し

ている事業ということですが、付随したことで

言いますと、今、御質問がありましたデイサー

ビス事業等につきましてはですね、民間と競合

する部門についてはですね、それなりの検討が

必要だろうと思います。 

 以前、介護険制度はですね、正式に導入され

る前にですね、そちらについては、いわば社会

福祉協議会としてですね、いわゆる、その当時

は先駆的な事業ということで、福祉の事業とし

てですね、意味があったと思いますが、現在に

おきましては、そういった先駆的な事業として

のですね、福祉に手を出す、社協が手を出すよ

うな事業と若干違うんじゃなかろうかというふ

うに思っていますので、今後はですね、そうい

った介護保険事業じゃなくて、もっと地域に根

差したですね、福祉、住民の福祉サービスに応

えるようなですね、もっと新しい先駆的な、今

の時代に合ったですね、社会福祉、地域福祉事

業をやろうかというような話をしているところ

です。（委員橋本幸一君「わかりました。結構

です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。もう一つよろし

いですか。 

 ５２ページに、老人福祉施設入所者措置事業

ですね、先ほど説明の中で、民間移行というこ

とがございましたが、今の現有施設で何カ所あ

るのかということと、その民間移行への、今、

何らかの話があっているのかという、その点に

ついてお尋ねします。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 民間移行ということであれば、以前ですね、

もう大分前になるんですが、保寿寮ですね、日

奈久の保寿寮ですね、と氷川寮ですか、その八

代市で持っていました老人ホームですね、これ

を民間に譲渡しました。ですから、今、市でで

すね、直営の老人ホームはございません。 

 これは、ではなくて、民間が委託していると

ころにですね、民間にこちらからお金を上げ

て、老人の方をですね、措置して、入所しても

らう、その費用をここで組んでいるということ

ですね。（委員橋本幸一君「民間移行というの

は、済んでいるわけですか」と呼ぶ）そうです

ね。八代市では……。 

○委員（橋本幸一君） 民間移行て、たしか説

明の中で言われたかなと思ったんですけれど

も。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） 済みません。ちょっと私の発音が悪かっ

たのかもしれませんが、民間委託を活用しなが

ら市による実施を続けるとしていきたいという

ことで御説明したつもりでございます。（委員

橋本幸一君「わかりました」と呼ぶ） 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） 失礼しました。 

○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員（橋本徳一郎君） ５７ページの障害福

祉サービス給付事業についてですけども、今

後、発達障害なんかも今度、障害者の認定が細

かく出てきたと思うんですけど、そういった部

分に対しての施設対応とかは十分にできるのか

というのがちょっと疑問にありましたので、お

聞きしたいと思います。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（田中かおり君） 障害福祉サービスと

いうことでおっしゃいましたけれども、児童福

祉、児童通所支援事業のほうで対応させていた

だいております。児童の発達障害児についてで

すね。 

 現在、施設の対応についてということだった

と思いますけれども、現在、圏域も含みまして

１５の施設がございます。その施設のほうで発
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達障害児についての支援のほうをいたしており

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） 今後、発達障害に関

しては、たしか、児童への障害者認定というの

が、たしか、なかったと思うんですけど、今

度、新しく区分されたというふうな話が聞いた

ことあったんですが、そういった部分での対応

というのは、今後、検討されてるかどうかとい

うことなんですけど。 

○委員長（上村哲三君） 質問わかる。（障が

い者支援課長兼障がい者虐待防止センター所長

田中かおり君「はい」と呼ぶ）国の制度、市の

制度。（委員橋本徳一郎君「国ですね」と呼

ぶ） 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（田中かおり君） ２５年度の障害者総

合支援法の成立に伴いまして、発達障害のほう

も障害として認められたということで、新たに

位置づけがされたということです。 

○委員（橋本徳一郎君） もう、それは対応済

みということですね。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（田中かおり君） はい、対応済みで

す。 

○委員（橋本徳一郎君） わかりました。済み

ません。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。

（委員橋本徳一郎君「はい」と呼ぶ）今のは、

主要施策のどこに載っておるの。今、田中課長

が言ったの。何ページ。（｢５８ページ」と呼

ぶ者あり）５８。（｢はい」と呼ぶ者あり）あ

あ、ここたい。（｢はい、そうです」と呼ぶ者

あり）橋本委員、ここで聞いてください。（委

員橋本徳一郎君「はい。私も、ちょっと勘違い

して」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、第３款・民

生費及び第１０款・災害復旧費中、健康福祉部

関係分についての質疑を終わります。 

 それでは、次に、第４款・衛生費及び第１０

款・災害復旧費中、健康福祉部関係分について

説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 一般会計のうち、衛生費及び災害復旧費のう

ち健康福祉部関係分につきまして、丸山健康福

祉部次長から説明いたします。よろしくお願い

します。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（丸山智子

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）健康福祉部次長の丸山です。本日はよろ

しくお願いいたします。では、着座にて説明さ

せていただきます。 

 では、歳出のうち、衛生費の健康福祉部所管

分及び災害復旧費の関係分につきまして、平成

２８年度における主要な施策の成果に関する調

書などを用いまして、個々の歳出の決算につい

て順次、説明いたします。 

 それでは、主要な施策の調書（その１）の７

４ページをお願いします。 

 款４・衛生費の主要な事業について説明しま

す。 

 まず、７４ページの上の表の妊産婦健康支援

事業ですが、安心して出産、育児ができるよう

支援することを目的に、妊娠の届け出をした妊

婦を対象に、母子健康手帳と１４回分の妊婦健

康診査受診票を交付し、妊娠期の健康管理など

を行っています。決算額は８８２２万円で、県

医師会への妊婦健診委託料８６６３万円、里帰

りで県外の医療機関で妊婦健診を受診された方
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への妊婦健診助成金１３５万７０００円が主な

ものです。特定財源はありません。また、今後

の方向性として、妊婦健診や保健指導の充実

等、改善を図りながら市による実施を続けると

しています。不用額は４８５万３０００円です

が、これは、当初見込みより妊婦受診件数が伸

びず、６９３件の減となったことから、主に妊

婦健診委託料が不用となったものです。 

 次に、同ページの下の表、養育医療給付事業

ですが、出生時体重が２０００グラム以下など

の未熟児が指定医療機関において入院治療を受

ける場合に、保険診療による医療費の自己負担

分を助成しています。決算額は１２５３万６０

００円で、助成金の給付額１２５３万３０００

円が主なものです。なお、特定財源として、国

庫支出金２分の１、県支出金４分の１などがあ

ります。また、今後の方向性として、現行どお

り市による実施を続けるとしています。 

 次に、７５ページ、上の表の乳幼児健康支援

事業ですが、保護者が子供の発達段階に応じた

かかわりができるよう、生後４カ月までの乳児

家庭全戸訪問事業、未熟児訪問指導、４カ月

児、７カ月児、１歳６カ月児、３歳児の健康診

査などを行っています。決算額は１８４９万２

０００円で、市・郡医師会への乳幼児健診委託

料５９８万７０００円、乳児家庭全戸訪問事業

に従事する助産師の非常勤職員賃金６６７万４

０００円が主なものです。なお、特定財源とし

て、国庫支出金、県支出金がそれぞれ３分の１

あります。また、今後の方向性として、子育て

支援団体や関係機関との連携を密にし、訪問指

導や健康教育、健康相談の充実など改善を図り

ながら市による実施を続けるとしています。不

用額の９３万８０００円は、主に、乳幼児精密

件数が見込みより少なかったこと及び臨時職員

が看護師から准看護師に変更になったことなど

によるものです。 

 次に、同ページの下の表のこども医療費助成

事業ですが、平成２８年４月診療分から対象年

齢をそれまでの小学校６年生から中学校３年

生、１５歳までに引き上げ、通院、入院などに

係る医療費の全部を助成しています。決算額は

４億３０２３万７０００円で、医療費助成４億

１５５２万７０００円が主なものです。なお、

特定財源として、一部の対象年齢につきまして

は県支出金２分の１があります。また、今後の

方向性として、市による実施、規模拡充として

おりますが、少子化対策、子育て支援の充実の

ため、さらなる対象年齢の引き上げについて、

先進自治体の実施状況、財政負担等を精査し、

事業拡大に向けた検討を行うこととしていま

す。 

 次に、７６ページの下の表の初期救急医療推

進事業です。比較的軽度な疾患を対象とする休

日在宅医などの初期救急を実施しています。決

算額は１７７５万９０００円でございます。 

 まず、休日在宅当番医委託６７１万４０００

円は、休日における初期救急医療を確保するた

め、八代市医師会及び八代郡医師会に委託して

いるものです。 

 八代市夜間急患センター運営委託の１００８

万６０００円は、救急医療対策事業の一つとし

て、夜間の初期救急医療体制を整えるため、八

代市医師会に委託して八代市医師会立病院内に

設置しているものです。 

 その他の初期救急医療として、年末年始・５

月連休歯科救急診療委託に３７万８０００円、

八代歯科医師会口腔保健センター補助金として

５８万１０００円を支出しております。 

 なお、特定財源はありません。今後の方向性

として、現在の体制を維持しながら市による実

施を続けるといたしております。不用額は４２

９万６０００円です。これは、主に、夜間急患

センター運営委託において、１人当たりの診療

報酬が増額になり、診療収入が確保されたこと

から、市からの運営委託料の支払いが少なくな
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ったことによるものです。 

 次に、７７ページの上の表の千丁地域福祉保

健センター管理運営事業ですが、地域住民の健

康保持増進を図るため、温泉施設の運営やデイ

サービス、また、施設の維持管理などを実施い

たしました。決算額は７２９１万９０００円

で、電気代１００６万円、灯油代などの燃料代

８６９万９０００円、ビル管理や温泉受付など

の委託料２７０６万９０００円、繰り越し分の

空調設備改修工事費１５７５万４０００円が主

なものです。なお、特定財源として、温泉入館

料などがあります。また、今後の方向性とし

て、廃止としておりますが、これは平成２９年

４月から、建物の１階部分が八代市公民館とし

て開館したことに伴い、千丁地域福祉保健セン

ターを廃止したことによるものです。ただし、

２階の温泉については引き続き営業いたしてお

りますので、今年度からは新たに千丁健康温泉

センター管理運営事業として実施しておりま

す。不用額は２５８万８０００円ですが、主に

温泉受付業務の入札減や空調機器取りかえ工事

の入札残などによるものです。 

 次に、７７ページの下の表の健康増進事業で

すが、市民の健康の保持、増進を目的に、胃が

ん、乳がん、子宮がんなどの各種がん検診やヤ

ング健診などのほかに、特定の年齢到達者に子

宮がん、乳がん、大腸がん健診を自己負担無料

で行う、がん検診推進事業を実施しています。

決算額は９１８８万１０００円で、各種がん検

診など検診委託料８３０２万円が主なもので

す。なお、特定財源として、がん検診推進事業

に国庫支出金２分の１などがあります。また、

今後の方向性として、啓発活動の積極的な実施

や受診しやすい検診体制の構築、健康づくりに

取り組む個人へのインセンティブ提供など、改

善を図りながら市による実施を続けるとしてい

ます。不用額は１７０万８０００円ですが、主

に健康管理システムの保守改修委託料やリース

料が予定より低額で抑えられたことなどによる

ものです。 

 次に、７８ページの上の表のフッ化物洗口事

業は、市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校

に在籍する４歳児以上の園児、児童生徒のう

ち、希望者に対して、歯質強化のために実施し

ています。決算額は２５３万１０００円で、洗

口剤を各学校などに配達する臨時職員２人分の

賃金１１４万８０００円、洗口剤費７５万４０

００円が主なものです。なお、特定財源とし

て、県支出金が２分の１あります。また、今後

の方向性として、歯科医師会・薬剤師会などの

関係機関と連携を密にし、保育園、幼稚園での

実施を進めていくとしています。不用額は６９

万４０００円ですが、これはフッ化物洗口の開

始時期がおくれた小中学校が多かったこと、保

育所での新規導入が少なかったことなどが主な

理由でございます。 

 次に、８０ページの上の表になります。各種

予防接種事業ですが、予防接種法に基づき、発

生及び蔓延を予防するＡ類疾病では、乳幼児、

児童生徒を対象に、四種混合、日本脳炎、麻疹

風疹混合、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワク

チン、水痘に加え、平成２８年１０月からはＢ

型肝炎の予防接種を行っています。また、発病

や重症化を予防するためのＢ類疾病では、高齢

者を対象にインフルエンザ予防接種、肺炎球菌

ワクチンの予防接種を実施しています。決算額

は３億１６９１万８０００円で、Ａ類疾病の各

種予防接種委託料として２億１７１９万８００

０円、Ｂ類疾病では、高齢者対象のインフルエ

ンザ予防接種委託料６９７１万５０００円、同

肺炎球菌ワクチン予防接種委託料２３９３万１

０００円が主なものでございます。なお、特定

財源として、風疹予防接種に対し県支出金が２

分の１あります。また、今後の方向性として、

国の施策による定期接種の種類増が見込まれる

ことから、規模拡充を図りながら市による実施
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を続けるとしています。不用額は３５７１万５

０００円ですが、主にＢ型肝炎、高齢者の肺炎

球菌ワクチン、日本脳炎などの予防接種委託料

において、接種者が見込みを下回ったことなど

によるものです。 

 次に、款１０・災害復旧費のうち関係分につ

いて説明します。１９４ページをお願いしま

す。 

 下の表になります。衛生施設災害復旧事業で

す。この中の健康推進課所管分と記載されてい

る箇所について御説明いたします。 

 熊本地震により被災した保健センター２階キ

ャノビー網入りドームガラスの修繕工事費１９

７万７０００円などで、特定財源として、国庫

支出金が２分の１あります。 

 最後に、衛生費の主な予算流用ですが、一般

会計歳入歳出決算書を用いて説明します。決算

書の１３８、１３９ページをお願いします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費、１３９ページの備考欄、一番上

の欄の中ほどになりますが、節７・賃金から節

１５・工事請負費へ流用２９万９０００円と、

その２つ下の節１３・委託料から節１５・工事

請負費へ流用３７８万円の合計４０７万９００

０円を節１５・工事請負費へ流用いたしまし

た。これは、千丁地域福祉保健センターの八代

市公民館への移行に伴い、電話回線の容量不足

が見込まれたこと及び電話のふぐあいが発生し

使用困難となったことから、電話設備改修工事

が急遽必要になったためです。 

 また、節１３・委託料から節２０・扶助費へ

８８６万８０００円を流用していますが、これ

は、こども医療費助成に要する扶助費が不足し

たためです。 

 以上、衛生費の健康福祉部所管分及び災害復

旧費関係分の説明とさせていただきます。御審

議、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） ７７ページの健康増

進事業についての、検診の項目でですね。民間

のところでも少しお話をさせていただいたんで

すが、胃がん検診が人によってはというか、項

目がバリウムでされているというのがお聞きし

たことがありますけども、これ、高齢者にされ

ると、非常に危ないというのがありまして、実

際にバリウムでされているかどうかっというの

は確認をしたいと思いますけども。 

○健康推進課長（豊田幸子君） 健康推進課、

豊田でございます。 

 市で行っております胃がん検診につきまして

は、バリウム検査で行っております。よろしい

でしょうか。 

○委員（橋本徳一郎君） あとは要望で、意見

でお願いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 説明なかったんです

が、７６ページの初期救急医療推進事業の中で

すが、たしか以前もですね、何か、決算委員会

であったと思うんですが、これは休日の在宅

医、第２次救急の認識としては、これは出さな

ければ年末年始の対応ができないということで

理解してよろしいんですか。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 初期救急

医療と２次救急医療ですね、いわゆる重篤な患

者さんの対応ということで分けておりますの

で、年末年始、５月連休ともにですね、重なる

部分はないのかなと。分けて出すということに

なるのかなと思います。 

○委員（橋本幸一君） 毎回、毎年、高額の費

用が市から出ているわけですが、結局、制度と

して、これ行政が出さなければ、この期間は病

院が閉鎖……、結局、患者は受け付けないとい

うことで理解してよろしいんですか。 
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○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 基本的には、病院ですからですね、頼ってこ

られれば診療拒否はできないと、そういったこ

とになりますが、この仕組みというのは、救急

搬送を全部ですね、総合、労災とかにやってし

まうとですね、とてもじゃなく、パンクしてし

まいますからですね、その前に軽易な治療につ

きましてはですね、それぞれのところで、いわ

ゆる医院ですかね、診療所でやって、そして重

篤な患者に対して、本当の、本格的に医療をす

るのを総合、労災でという──そうじゃなくて

ですか。 

○委員（橋本幸一君） その先だった、私が言

いたいのは。 

 その先、２次救急医療支援事業の部分だった

です。済みません。 

 結局、労災病院と総合病院について、年末年

始の対応というのをかなり高額の費用の立てら

れているわけですが、この年末年始について

は、これを出さなければ、やっぱり、この病院

というのが機能、診療はできないということと

理解してよろしいんですか。済みません。間違

えておりました。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 こちらについては、積算があって、待機とか

ですね、そういうのがありますので、できない

とまではあれでしょうけど、こういったことで

人員配置をしてくださいということになります

からですね。この分については、それなりのス

タッフをそろえるかわりにお金を出すというこ

とですね。そういうことでお願いをしていると

いう状況です。 

○委員（橋本幸一君） たしか、以前もです

ね、かなり決算委員会で、これが問題視された

という、私も記憶があるんですが、なかなか釈

然としない部分があったもんですから。 

 病院として機能は、ちゃんとしていると理解

してよろしいんですね。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 機能は、ちゃんと、はい、診療拒否はできな

いからですね。それは大丈夫なんですが、ある

程度、市として、行政としてですね、要は、行

政として、ある程度、基本的なですね、部分の

治療についての体制を整えるという、いわゆる

行政の責務としての補助金を出しているとい

う、そういったところで御理解いただければと

思いますが。（委員橋本幸一君「よろしいで

す」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほど質問した分の、

胃がん検診についてですね、全て皆さんがバリ

ウムというのは、本当に医療上の事故なんかの

件もありますので、胃カメラのコースなんかも

ですね、同じような価格帯で自己負担での設定

をお願いしたいと思います。 

○委員長（上村哲三君） 自己負担での設定。

（委員橋本徳一郎君「負担金がちょっと胃カメ

ラとバリウムと違うんで。検診料の扱いと、保

険診療での扱いと……」と呼ぶ）わかった、豊

田課長。（健康推進課長豊田幸子君「はい」と

呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８６号・平成２８年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分について、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決まりました。 
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◎議案第８７号・平成２８年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） それでは、次に、議

案第８７号・平成２８年度八代市国民健康保険

特別会計歳入歳出決算について、健康福祉部か

ら説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 平成２８年度国民健康保険、後期高齢者医

療、介護保険、診療所の４つの特別会計決算の

認定をお願いするに当たりまして、健康福祉部

長としての総括を述べさせていただきます。座

らせていただきます。 

 それでは、まず国民健康保険特別会計につい

てですが、平成２８年度決算は約５億円と、２

年連続の大幅な赤字となり、平成２９年度から

の繰り上げ充用を行いました。平成２８年度か

ら、国民健康保険税の所得割額の引き上げや本

市独自の０.５割の軽減上乗せを取りやめまし

たので、単年度の赤字幅は小さくなりました。

しかしながら、赤字の解消とまでには至りませ

んでした。今後も続けて、国保税の収納率の向

上対策や増大する医療費を抑制するための医療

費適正化対策を推進していく必要があります。 

 その一つに、特定健診・特定保健指導事業に

取り組んでおりますが、生活習慣病の発症及び

重症化予防を強化し、さらに受診率向上を目指

すために、平成２８年度から、心電図等３つの

検査項目をふやした上に、自己負担金を８００

円から、ワンコイン健診と銘打ち５００円に引

き下げました。しかし、熊本地震の影響で、健

診日程がずれ込んだこと等で、健診受診率が前

年度を下回りました。今後とも、さらなる受診

率向上対策が必要と考えています。 

 このような本市の状況ではありますが、医療

保険制度改革により、平成３０年度から国民健

康保険が都道府県と市町村の共同運営化となり

ますが、本市の国民健康保険財政も、このまま

赤字を続けるわけにはいかないと思っていま

す。平成３０年度が大変重要な時期だと認識

し、抜本的対策を検討していきます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計についてです

が、制度の根幹は熊本県後期高齢者医療広域連

合が運営しており、本市の役割は、各種申請の

受け付けや保険料の徴収などです。７５歳以上

の後期高齢者は増加傾向にあり、医療給付に係

る本市負担分も毎年増加しておりますことか

ら、保険料収入の安定的確保と高齢者健診等の

受診率向上に努めていきます。 

 次に、介護保険特別会計についてですが、平

成２８年度は、３年間の介護保険事業計画の２

年目ということで黒字になりましたものの、単

年度収支から国県返還金を差し引いた実質的な

ゆとりはほとんどありませんでした。７５歳以

上の人口の増加に伴う介護サービス費の増加傾

向を考慮しますと、厳しい状況にあると考えて

います。また、介護保険法の改正による全国一

律の予防給付から市町村独自の新しい総合事業

への移行を２８年度から前倒しで実施し、本市

独自の事業内容として、えぷろんケアサービス

や、お達者クラブなどの事業メニューを設けま

した。加えて、保険料の収納率向上にも取り組

んでいます。 

 最後に、診療所特別会計についてですが、本

市が運営します診療所は、泉町の下岳地区にあ

ります下岳診療所、五家荘地区にあります椎原

診療所、そして柿迫地区にあります泉歯科診療

所の３診療所です。過疎地域において、住民に

必要な医療を確保するためには必要とも認識し

ています。 

 以上、健康福祉部が所管します平成２８年度

４特別会計決算につきましての総括といたしま

す。 

 議案第８７号・平成２８年度八代市国民健康

保険特別会計を国保ねんきん課の岩瀬課長から

説明させますので、よろしく御審議お願いいた
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します。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課の岩瀬でございます。よろしくお願いい

たします。失礼しまして、着座にて説明させて

いただきます。 

 それでは、議案第８７号・平成２８年度八代

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

御説明申し上げます。 

 歳入につきましては八代市特別会計歳入歳出

決算書、歳出につきましては主要な施策の成果

に関する調書（その２）にて御説明いたしま

す。 

 それでは、主要な施策の成果に関する調書

（その２）の２０４ページをお願いいたしま

す。 

 歳入歳出の一覧表でございます。 

 この表の下段、合計の行の（Ａ）でございま

すが、歳入決算額は１９８億２６０万５０００

円で、予算額に対して９１.９％。同じく右側

の（Ｂ）でございますが、歳出決算額は２０２

億９８４０万４０００円で、予算額に対して９

４.２％の執行率となっております。その下、

歳入歳出差引額である形式収支は４億９５７９

万９０００円の赤字であり、翌年度へ繰り越す

べき財源はないため、実質収支も同額の赤字と

なりましたことから、地方自治法施行令第１６

６条の２の規定により、当該不足額に対し、平

成２９年度歳入から繰上充用を行ったところで

ございます。 

 まずは、歳出の主なものにつきまして、一覧

表の右側、歳出欄の決算額で御説明いたしま

す。 

 科目１・総務費で１億９８０８万２０００

円、内訳の主なものでございますが、（１）一

般管理費の１億９１７０万円は、職員１９名分

の人件費や、被保険者証及び納税通知書等発行

に要する事務費などでございます。 

 （２）連合会負担金６２４万１０００円は、

国民健康保険団体連合会が行う保険者事業の共

同処理等、国保にかかわる事業の経費に係る負

担金でございます。 

 続く、科目２・保険給付費から科目８・保健

事業費まで及び科目１１・繰上充用金は、この

後、個別の事業で御説明いたします。 

 科目９・諸支出金９８９２万１０００円の主

なものは償還金で、平成２７年度に概算で交付

されました国からの負担金等につきまして、実

績に基づき超過分を返還したものでございま

す。 

 以上の歳出合計は２０２億９８４０万４００

０円となっております。 

 右側の２０５ページは医療費の状況でござい

ます。 

 平成２８年度の本市国保医療費の１０割分に

当たる医療費総額は、表の右側、療養諸費合計

１４０億３２２８万７０００円でございます。

診療報酬改定による薬価の引き下げや、熊本地

震による影響等により、前年度比約マイナス８

億円、マイナス５.５２％の大きな減少を示し

まして、１人当たりの療養諸費費用額も、平成

２０年度の制度改正以降、初めて前年度を２.

２１％下回る３７万３３７８円となったところ

でございます。 

 それでは、引き続き、個別の事業について御

説明いたします。 

 ２０６ページをお願いいたします。 

 まず、上段の国保広域化事業は、平成３０年

度からの国保都道府県化に伴う国保連合会にお

けるシステム開発に係る市町村負担金及びその

システムへの連携のための自庁システムの改修

委託費でございます。決算額は１３５万６００

０円で、特定財源は、国の国民健康保険制度関

係事務準備事業費補助金、県の特別調整交付金

でございます。また、今後の方向性につきまし

ては、制度改正に伴う事業でありますことか

ら、現行どおりとしております。 
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 次に、下段の国民健康保険運営協議会事業

は、国保の重要事項を御審議いただく国保運営

協議会に関する事業でございます。決算額１４

万２０００円は、委員１４名の報酬などでござ

います。また、今後の方向性につきましては、

法令に定められた事業であることから、現行ど

おりとしております。 

 ２０７ページ、上段は国民健康保険保険給付

費でございます。国保事業の根幹をなす療養給

付費ほか各種の保険給付でございます。決算額

は１１８億３４９１万４０００円で、特定財源

の国県支出金は、療養給付費等負担金、普通調

整交付金、特別調整交付金など４４億５０４６

万３０００円ほか、繰入金などが主なものでご

ざいます。不用額は７億１４３８万２０００円

で、診療報酬改定による薬価の引き下げや熊本

地震による病床数の減少などによるものでござ

います。 

 中ほどに示しました内訳のうち主なものとし

て、療養給付費は、被保険者の医療機関等での

窓口負担分を除いた、いわゆる保険者負担分で

ございまして、一般分で９８億６４５２万円、

退職分で２億５８４７万３０００円でございま

す。 

 療養費は、治療用装具費用など、一度全額を

負担していただき、その後、保険者負担分を後

から現金給付するもので、一般分１億１２８万

４０００円、退職分２９４万５０００円を支出

しております。 

 高額療養費は、一月当たりの医療費が高額と

なった場合に、その世帯の所得に応じて定めら

れた自己負担限度額を超えた分を申請により払

い戻すもので、一般分１４億６０４２万７００

０円、退職分が４８２８万７０００円でござい

ます。 

 出産育児一時金５６８８万３０００円は、加

入者が出産されたときに一時金として、子供１

人当たり４０万４０００円、産科医療補償制度

加入の医療機関での出産の場合は４２万円を給

付するもので、１３８件分でございます。 

 葬祭費６１５万円は、加入者が亡くなられた

ときに、その葬祭を行った方に対して１人当た

り３万円を支給するもので、２０５件分でござ

います。 

 次に、下段の後期高齢者医療支援金事業は、

後期高齢者医療制度に対する本市国保保険者負

担分でございます。決算額は２０億１６３６万

４０００円で、高齢者の医療の確保に関する法

律による義務的経費でございます。 

 続きまして、２０８ページをお願いいたしま

す。 

 上段の前期高齢者納付金事業は、前期高齢者

に係る医療制度間の財政的不均衡を調整するも

のでございます。決算額は１３１万４０００円

で、これも高齢者の医療の確保に関する法律に

よる義務的経費でございます。 

 次に、下段の介護納付金事業は、４０歳から

６４歳までの介護保険２号被保険者分の納付金

でございます。決算額は８億２７２４万７００

０円で、介護保険法に基づく義務的経費でござ

います。 

 ２０９ページをお願いします。 

 上段の共同事業拠出金は、市町村の保険料の

平準化や財政の安定化を図るため、都道府県単

位で国保連合会が事業主体となり、市町村の拠

出金を財源に県単位で費用負担を調整する、い

わば保険者の保険といった制度でございます。

決算額は４８億５１１４万５０００円で、特定

財源は、高額医療費共同事業負担金として国県

支出金２億７８３万円でございます。主なもの

は、高額医療費共同事業医療費拠出金４億１３

３９万２０００円と、保険財政共同安定化事業

拠出金の４４億３６９５万９０００円でござい

ます。今後の方向性としましては、現行どおり

としておりますが、国保都道府県化によって代

替機能が働き、終了の予定でございます。 
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 次に、下段の医療費適正化推進事業は、主に

レセプト点検の業務委託などでございます。決

算額は４９０万４０００円で、特定財源は、県

の特別調整交付金の４０３万１０００円でござ

います。今後の方向性としましては、医療費縮

減のためのレセプト点検体制の充実、強化を図

るとともに、ジェネリック医薬品の普及や適正

受診の啓発等を目的として、現行どおり市によ

る実施としております。 

 ２１０ページをお願いいたします。 

 上段の国保保健指導事業は、生活習慣病の重

症化予防と適正受診の啓発などのため、医療機

関を重複して、あるいは頻繁に受診しておられ

る被保険者を対象に、保健師が個別に訪問し、

日常生活指導及び適正受診や服薬指導等を行

い、自主的な健康づくりを支援するものでござ

います。決算額は２１１万５０００円で、財源

は国の特別調整交付金でございまして、非常勤

職員の保健師１名の賃金が主なものでございま

す。保健師が訪問指導した件数は、重複受診者

が１０１名、頻回受診者が４２名でございまし

た。今後の方向性としましては、対象者の抽出

方法の見直しや指導内容を工夫するなど、さら

に事業効果が高まるよう改善してまいりたいと

考えております。 

 次に、下段の疾病予防事業は、医療費の適正

化を図るため、疾病の早期発見及び症状の緩和

等に関する各種事業でございます。決算額は３

０５３万２０００円で、特定財源は、県の特別

調整交付金３１１万でございます。主なものと

しまして、はりきゅうマッサージ等の助成は、

年１５回を上限に、１回当たり１０００円の助

成で、７５４４件、７５４万４０００円、脳ド

ック助成は、１人１回、１万５０００円の助成

で、５８２件、８７３万円でございます。今後

の方向性としましては、保険者努力支援制度の

評価指標にある、がん検診を主体とした助成事

業へ移行し、さらなる疾病予防の推進と医療費

の適正化につながるよう改善してまいりたいと

考えております。 

 ２１１ページをお願いします。 

 上段の特定健診事業は、４０歳から７４歳ま

での国保加入者を対象に、メタボリックシンド

ロームに着目した特定健康診査を行う事業でご

ざいます。決算額は８０４７万７０００円で、

特定財源は国県支出金として特定健康診査等負

担金の計３１２３万６０００円と、県の特別調

整交付金の３２５万１０００円でございます。

不用額１７３３万４０００円は、熊本地震によ

り健診の中止や変更となったため、健診受診者

数が予定を下回ったことなどによるものでござ

います。今後の方向性としましては、健診体制

の見直し、健診の必要性について市民にわかり

やすい周知啓発を、地域組織と連携を図りなが

ら、受診率の向上を目指して改善してまいりた

いと考えております。 

 次に、下段の特定保健指導事業は、特定健診

の結果、生活習慣の改善を行う必要のある方へ

保健指導に係る事業でございます。決算額は１

２６３万１０００円で、特定財源は、国県支出

金の４９０万２０００円でございます。特定保

健指導委託料４２７万３０００円と、非常勤職

員３名分の賃金等が６３７万５０００円、事務

費等１９８万３０００円でございます。今後の

方向性としましては、医療機関との連携を強化

しながら、より効果的な保健指導に向け改善し

てまいりたいと考えております。 

 ２１２ページをお願いいたします。 

 上段の繰上充用金事業は、平成２７年度決算

におきまして歳入が歳出に不足するに至ったた

め、翌平成２８年度の歳入から繰上充用したも

ので、決算額は３億３４６０万５０００円でご

ざいます。今後の方向性としましては、累積赤

字解消に向け、今年度、国民健康保険財政健全

化計画を策定し、計画的に累積赤字解消を図っ

ていくところでございます。 
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 以上で歳出の説明を終わります。 

 引き続き、歳入について御説明いたします。 

 歳入は、特別会計歳入歳出決算書に基づき説

明いたします。 

 決算書の１６、１７ページをお願いいたしま

す。 

 金額につきましては、１７ページの右から４

列目の収入済額で申し上げます。なお、１００

０円未満切り捨てで説明いたします。 

 款１・国民健康保険税は３３億３７４０万９

０００円でございます。 

 項１・国民健康保険税、目１・一般被保険者

国民健康保険税の収入済額は３２億６２４６万

４０００円でございます。節１から３までは現

年課税分、節４から６までは滞納繰越分でござ

います。これらの一般被保険者に係る収納率に

つきましては、現年分は９２.８６％、滞納分

は１３.５８％となっております。 

 目２・退職被保険者等国民健康保険税の収入

済額は７４９４万４０００円でございます。目

１と同様に、節１から３までは現年課税分、節

４から６までは滞納繰越分でございます。これ

らの退職被保険者に係る収納率につきまして

は、現年分９６.８２％、滞納分２２.３９％と

なっております。 

 なお、国保税収入済額は、前年度に比べ１億

５０４２万７０００円、率にして４.７２％増

加しております。一般と退職を合わせた現年課

税分の収納率は９２.９４％で、前年度の９２.

８６％から０.０８ポイント上昇しておりま

す。 

 収納額が増加したことにつきましては、平成

２８年３月議会におきまして、国保税条例改正

案を可決いただきまして、市民の御理解のも

と、平成２８年度分から増税させていただいた

ことによるものでございます。調定額ベースで

１億６３８３万７０００円、率にして４.９

７％の増となったところでございます。 

 次の１８、１９ページをお願いいたします。 

 款２・使用料及び手数料、項１・手数料、目

１・督促手数料は２５６万８０００円でござい

ます。これは、滞納世帯への督促状送付の手数

料収入でございます。 

 款３・国庫支出金は５０億９７０１万５００

０円でございます。項１・国庫負担金、目１・

療養給付費等負担金３１億７１３６万８０００

円は、一般被保険者の療養給付費などの費用の

３２％が国から概算交付されたものでございま

す。 

 目２・高額医療費共同事業負担金１億３９１

万４０００円は、高額医療費共同事業医療費拠

出金に係る国の負担金でございます。負担割合

は、対象となる拠出金の４分の１となっており

ます。 

 目３・特定健康診査等負担金１８０６万９０

００円は、特定健診事業、特定保健指導事業に

係る国の負担金で、負担割合は対象経費の３分

の１となっております。 

 項２・国庫補助金、目１・財政調整交付金は

１８億１０８万８０００円で、節１・普通調整

交付金１３億６１３３万１０００円と、節２・

特別調整交付金４億３９７５万７０００円とな

っております。普通調整交付金は、各市町村の

財政力の不均衡を調整するために、また特別調

整交付金は、各市町村保険者の特別事情や特別

な事業の実施に対して国から交付されるもので

ございます。 

 目２・国民健康保険制度関係事務準備事業補

助金の５６万３０００円は、国保の都道府県化

に伴う国民健康保険システム連携対応改修に対

して、国から交付されたものでございます。 

 目３・災害臨時特例補助金の２０１万２００

０円は、熊本地震により保険税の減免及び療養

給付に係る一部負担金の免除を行ったものに対

して、国から概算で交付されたものでございま

す。 
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 款４・療養給付費等交付金３億７５１４万４

０００円は、退職者医療被保険者の医療費に充

てるために、社会保険診療報酬支払基金から概

算で交付されたものでございます。 

 ２０、２１ページをお願いいたします。 

 款５・前期高齢者交付金３８億３９７９万７

０００円は、６５歳から７４歳までの前期高齢

者の医療費について、制度上発生する医療保険

制度間の不均衡を調整するための交付金でござ

います。 

 款６・県支出金は９億４０１７万３０００円

でございます。 

 項１・県負担金、目１・高額医療費共同事業

負担金１億３９１万４０００円は、国庫負担金

と同様、県の負担分で、負担割合は４分の１と

なっております。 

 目２・特定健康診査等負担金１８０６万９０

００円は、国庫負担金と同様、県の負担分で、

負担割合は３分の１となっております。 

 項２・県補助金、目１・県調整交付金は８億

１８１９万円でございます。内訳は、節１・普

通調整交付金７億８８２７万８０００円、節

２・特別調整交付金２９９１万２０００円とな

っております。 

 款７、項１・共同事業交付金は４８億６３２

万６０００円でございます。目１・高額医療費

共同事業交付金４億２５５４万円と目２・保険

財政共同安定化事業交付金４３億８０７８万６

０００円は、共同事業の対象となった医療費の

財源として国保連合会から交付されたものでご

ざいます。交付割合は、いずれも１００分の５

９となっております。 

 款９・繰入金は１３億７４４７万７０００円

で、うち項１・一般会計繰入金は１３億７４１

７万７０００円でございます。これは、全て法

定繰り入れ分、いわゆるルール分でございま

す。内訳としまして、まず節１・職員給与費等

繰入金１億９６７４万７０００円は、国保事業

に要します人件費などが主なものでございま

す。 

 ２２、２３ページをお願いします。 

 節２・出産育児繰入金３７９２万１０００円

は、出産育児一時金の決算額の３分の２に相当

するものでございます。 

 節３・保険基盤安定繰入金９億２６５４万１

０００円は、一般被保険者の低所得世帯に係る

保険税軽減によって生じる財源不足に対するも

のでございます。 

 節４・財政安定化支援事業繰入金２億１２９

６万７０００円は、病床数が多いなど、地域の

特性による国保財政の負担の増加に対する支援

分でございます。 

 飛びまして、款１１・諸収入は２９３９万２

０００円でございます。 

 項１・延滞金加算金及び過料、目１・一般被

保険者延滞金２６８万６０００円は、保険税の

滞納に対する延滞金でございます。 

 また飛びまして、項３・雑入は２６７０万６

０００円でございますが、その内訳、目１・一

般被保険者第三者納付金２５６９万２０００円

は、国保加入者が交通事故等、第三者行為の被

害者となった場合に、治療のため一時的に保険

を使用した分を、過失割合等に応じて加害者に

請求し、徴収したものでございます。 

 ２４、２５ページをお願いします。 

 目３・一般被保険者返納金の５９万３０００

円は、一般被保険者が社会保険の資格を取得し

た後に、八代市国保の保険証を提示し医療機関

を受診したため、保険給付費を御返納いただい

たものが主な内容でございます。 

 目５・雑入の１１万５０００円は、臨時職員

雇用保険料の自己負担分などでございます。 

 目６・特例措置療養費一部負担金の２８万８

０００円は、平成２０年４月１日から、７０歳

以上７４歳以下の被保険者の負担割合が２割と

されましたが、特例措置によりまして、平成２
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６年３月３１日までは１割に据え置かれており

ました。平成２７年度以降も、２６年度末まで

に７０歳に到達した被保険者については、引き

続き据え置かれ、その差の１割分を国が負担す

るものでございます。 

 以上、歳入の合計は１９８億２６０万５００

０円でございます。 

 最後に、３８ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総

額１９８億２６０万５０００円、歳出総額２０

２億９８４０万４０００円、歳入歳出差引額マ

イナス４億９５７９万９０００円、実質収支も

マイナス４億９５７９万９０００円でございま

した。 

 このように、冒頭に申しましたとおり、２年

連続の赤字決算となり、平成２９年度歳入より

繰上充用にて対応したところでございます。 

 なお、平成２８年度単年度の赤字は、２７年

度の赤字に充用した繰上充用金を差し引いた約

１億６０００万円となりますので、単年度の赤

字としては半減したこととなります。 

 今回の決算は、現計予算との比較からもイメ

ージされますが、前年度決算比で歳入歳出とも

に１０億円前後、４から５％縮小しておりま

す。最大の要因は、保険給付費約７億円の歳出

減でございます。これは、さきにも申しました

とおり、平成２８年度診療報酬改定で薬価のマ

イナス１.２２％改定や、熊本地震による病床

数の減少などの影響が考えられます。この減少

によって、それにひもづいた国庫支出金などの

歳入が影響を受け、減少するといった構図にな

っております。 

 また、高齢化を象徴するものとして、歳入の

前期高齢者交付金の伸びが著しく、既に国保税

収を上回っておりますが、国庫支出金を算定す

る上では控除されますので、単純な収入増とは

なっておりません。 

 保険給付費、つまりは医療費総額の減少によ

り、単年度赤字が半減したことは、医療費総額

を抑制したときの効果をいみじくもあらわすこ

とになりましたので、特定健診を初めとする医

療費適正化をさらに推進していくことは、非常

に重要であると考えられます。 

 しかしながら、一方で、半減した赤字は、国

保税率改定による増税分に匹敵しておりますこ

とから、歳出である医療費に見合った歳入が確

保されていないということをあらわしていると

も考えられます。 

 他方、間近に迫りました国保都道府県化を控

え、県に支払うこととなる国保事業費納付金の

規模がどのようになるかというのが大変重要な

問題であり、さらに、その納付金を納めるため

に必要な標準保険料率がどのようになるのかな

ど、今後、仮算定を経て、県から示される予定

でございます。 

 こういったことを踏まえながら、今後、本市

国保の大きな懸案である財政赤字を解消するた

めには、歳入面、歳出面それぞれに、あらゆる

可能性を慎重に検討していかなければならない

と考えております。 

 以上で議案第８７号・平成２８年度八代市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説

明を終わらせていただきます。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑をお願いしま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） 今、はりきゅうマッ

サージ券がありましょうが。あの対象者ちゅう

とは、年齢は何歳で、１５回までよかですか

ね。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 年齢等

は、特には定めておりませんが、回数は１人１

５回ということで取り扱っております。 

○委員（鈴木田幸一君） ６０歳以上とか６５

歳以上、関係ないですか。もう誰でもよかとい
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うことですか。 

○委員長（上村哲三君） 国保加入者だけん

な。別に６０歳……。（委員鈴木田幸一君「い

や、前、鏡のときには、６５歳か何か、６０歳

以上か何かで、たしか制限しとった……。何

か、よかですな」と呼ぶ）高齢者対策だろう。 

○国保ねんきん課副主幹兼医療給付係長（秋永

誠一君） 国保ねんきん課の秋永と申します。

よろしくお願いいたします。 

 はりきゅうの助成につきましては、被保険者

であればですね、年齢は問わないということに

なっております。 

 以上です。（委員鈴木田幸一君「ありがとう

ございました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） 基本的なところですけ

れども、赤字が約５億、収入未済額が８億７０

００万、これ、こういう状況、この未済額、ど

のような方法で収入に充てようとなさるのか。

計画等は何かありますか。 

○納税課長（機 智三郎君） 納税課の機でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 国民健康保険の収入未済額につきましては、

委員さん御指摘のとおり、トータルで８億６１

００万円ということになっておりますが、前年

度に比較しますと２１００万円程度減少してい

る状況でございます。 

 また、平成２４年の５年前と比べますと約１

０億２６００万円、２４年度がですね、と比べ

ますと、約１億６５００万円の減少となってお

りまして、５年間で１６％ほど削減している状

況ではございます。 

 収入未済額削減のための対策ということで、

よろしゅうございますか。（委員福嶋安徳君

「はい」と呼ぶ）ということでございました。 

 収入未済額の削減に向けましては、まずは現

年度分を優先しまして、繰り返しの催告と早期

の滞納整理の実施によりまして推進していると

ころでございます。 

 また、一括の納付が困難な方に関しまして

は、納税相談員などを通じまして分納を推進す

るなど、できる限りの納付をお願いしていると

ころでございます。 

 しかしながら、国保税の場合は、所得がない

方とか低所得者の方でも課税が発生しますこと

から、なかなか、これらの方々が滞納となるケ

ースが多くなっております。当然、財産調査な

どを行いまして、その結果、納付能力がなく、

差し押さえ可能な財産もないという場合は執行

停止を行っておりまして、この３年間執行停止

の状況が継続した場合は納税義務が消滅いたし

ますので、不納欠損の処理をいたして、収入未

済額の削減を図っているところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（福嶋安徳君） なかなか厳しい状況で

すね。やはり、払っていかんと診療ができな

い、保険証がもらえない、そういった部分もあ

りますけれども、本当に厳しい社会情勢だなと

いうふうに思っておりますけれども、やはり、

あくまでも、何といいますか、保険証をもらえ

ない状況になってしまいますならば、医療費が

払えない、また医療にかからない状況が生まれ

てくると予想されますが、そういった状況は、

やっぱりクリアしていかないとですね。あくま

でも、やはり保険証受領というのが目的に、や

っぱり、やっていく必要性はあるんだろうなと

いうふうに思います。 

 何とか知恵を絞りあってですね、未済額のな

いように体制をとっていく……、毎回毎回、こ

んのときはいっも言うことですばってんな、一

応、執行部の努力をひとつ期待いたします。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてよろしい

ですか。（委員福嶋安徳君「はい。意見として

よかです」と呼ぶ）はい。じゃ、そのようにお

受け取りください。 
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 ほかにありませんか。ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） じゃあ、ないようで

すので、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） ２年連続の赤字という

ことで、前回の委員会の中でもですね、都道府

県化のやつで御説明いただいたときもお話しし

ましたけれども、少しでも減らしてもらってい

くよう、やっておられるというふうに聞いてお

ります。理解もしますけども、減らせるように

努力いただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかに意見ありませ

んか。 

○委員（橋本徳一郎君） ちょっと、その辺、

財源の扱いについて、不勉強なんですけど、一

般会計からの繰り入れで負担金を抑えるなどと

いう形のは、できないものなのかなと思いまし

て。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 総務省か

らですね、一般会計からの繰り入れに関しては

ルールが定められておりまして、現在のところ、

そのルールに従って繰り入れを行っているとこ

ろでございます。 

 基本的には、国保の場合、事務費、それと給

付関係では出産育児一時金、それと低所得者の

保険税の軽減分を補塡する分と、それと財政に

合わせた繰り入れということで、４点について、

それぞれ算入しているというところでございま

す。 

 本市は、そういったことはございませんが、

現在のところ、なかったんですが、法定外の繰

り入れ、赤字に対する繰り入れ等々は、ほかの

市町村で見られているというところでございま

す。 

○委員長（上村哲三君） そこのところを聞き

たかったんだと思うから、そこを答えてくれれ

ばいいですから。法定内繰り入れと法定外繰り

入れ、一般会計からのな。そこを、彼はまだわ

かっとらんかもしれんけん。そこのところば。

国保会計というのは、どういうもんかというこ

と、特別会計というの、意味ば教えてやれ。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保会計

の場合は、特別会計ということでありまして、

保険者の保険料に基づいて皆さんの医療費を負

担するというふうな仕組みになっておりますの

で、それに際しては、どうしてもですね、所得

税のかからないような所得の低い方であっても、

保険料を納めていただくような体制にしており

ますので、どうしても保険税収としては不足し

ておりますので、その分で繰り入れをルール化

されているということでございます。 

 それでも、なおかつ不足するといった場合が

ありますので、そういった場合には、赤字繰り

入れなども視野には入ってくるということにな

ってまいります。 

○委員長（上村哲三君） はい、よろしいです

ね。 

 それでは、意見もないようですので、なけれ

ば、これより採決いたします。 

 議案第８７号・平成２８年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について、これを認

定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

                              

◎議案第８８号・平成２８年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） それでは、次に、議

案第８８号・平成２８年度八代市後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算について、健康福祉部

から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第８８号・平成２８年度八代市後期高齢
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者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、岩

瀬国保ねんきん課長から説明いたします。よろ

しくお願いします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 引き続

き、よろしくお願いいたします。失礼しまし

て、座って説明させていただきます。 

 議案第８８号・平成２８年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について御説明い

たします。 

 決算内容の前に、制度について少し触れさせ

ていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方及び

一定の障害を持つ６５歳から７４歳までの方を

対象とした医療制度で、県内全ての市町村が加

入します熊本県後期高齢者医療広域連合が主体

となり、被保険者の認定や保険料の決定、医療

の給付など制度の運営を行います。 

 市町村におきましては、住所変更や給付申請

などの届け出窓口となり、保険証の引き渡しや

保険料の徴収などを行います。 

 なお、財政運営は、原則として、国や県、市

町村が負担する公費、約５割、国民健康保険や

被用者保険など現役世代からの支援金が約４

割、被保険者の方から納めていただく保険料の

約１割で運営されております。 

 それでは、まず平成２８年度における主要な

施策の成果に関する調書（その２）の２１５ペ

ージをお願いいたします。 

 まず、左側の歳入でございますが、表の下

段、合計の行の（Ａ）の決算額は１６億４００

５万３０００円で、予算現額に対する割合は９

７.８％でございます。 

 次に、右側、（Ｂ）の歳出決算額は１６億８

１７万６０００円で、予算現額に対し９５.

９％の執行率となっております。 

 その下、歳入歳出差引額（Ａ）－（Ｂ）は３

１８７万７０００円でございますが、こちら

は、出納整理期間中に収納した保険料収入分で

ございまして、平成２９年度に広域連合へ支払

うこととなります。 

 それでは、歳出について御説明いたします。

表の右側、歳出欄の決算額で御説明いたしま

す。 

 科目１・総務費で６３５２万６０００円。そ

のうち、（１）一般管理費５５４９万１０００

円は、広域連合への派遣職員を含む職員８名分

の人件費や、被保険者証の交付に要する事務費

等でございます。次の（２）徴収費８０３万５

０００円は、保険料決定通知書や納付書の郵便

料など、保険料の徴収業務に要する費用でござ

います。 

 次に、科目２・後期高齢者医療広域連合納付

金は１５億２１７５万５０００円で、そのう

ち、（１）の被保険者保険料納付金につきまし

ては、後ほど個別事業で御説明いたします１０

億２５００万８０００円でございます。次の

（２）保険基盤安定分担金は、低所得者に係る

保険料の均等割額を軽減することにより生じる

財源不足を公費で補うもので、４億９６７４万

７０００円を支出しております。 

 次に、科目３・保健事業費につきましては、

こちらも後ほど個別の事業で御説明いたします

が、健康保持増進事業といたしまして２１４４

万５０００円を支出いたしております。 

 次の科目４・諸支出金は、過誤納付に係る過

年度収納分の保険料を還付したもので、還付加

算金を含めた決算額は１４５万円でございま

す。 

 それでは、個別の事業について御説明いたし

ます。２１６ページをお願いいたします。 

 まず、被保険者保険料納付金事業ですが、被

保険者から徴収した保険料や延滞金を広域連合

へ納付するもので、決算額は１０億２５００万

８０００円でございます。なお、保険料収入額

が当初見込み額に比べ少なかったため、３６６

９万３０００円の不用額が生じております。ま
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た、今後の方向性といたしましては、関係法令

に基づく義務的事業であることから、現行どお

り市による実施としております。 

 次に、健康保持増進事業のはり・きゅう助

成、下段の事業ですが、高齢者の健康増進に寄

与することを目的に、はりきゅう等の施術料の

一部を助成するもので、国民健康保険と同様、

指定の施術機関において、はりきゅう等の施術

を受けられる方へ１回につき１０００円、年間

１５回を上限とした施設利用券を交付し、助成

するというものでございます。施設利用助成金

として、施術所に対し７０７万６０００円、ま

た、利用者に対し、年２回、利用状況をお知ら

せする郵便料などの事務費８万円を支出してお

り、財源としましては、全額、一般会計からの

繰入金でございます。なお、不用額１６５万円

は、施設利用回数が予定を下回ったことなどに

よるものでございます。また、今後の方向性と

いたしましては、高齢者の健康保持増進事業と

して長期にわたり継続されており、また、将来

的な医療費抑制につながると考えられることか

ら、現行どおり市による実施としております。 

 次に、２１７ページをお願いします。 

 健康保持増進事業の高齢者健診、上段の事業

ですが、高齢者の医療の確保に関する法律の規

定に基づき、生活習慣病等の早期発見と、健康

保持増進を目的に広域連合からの受託事業とし

て実施したものでございます。決算額１３１９

万４０００円は、受診者数１６５１名分の健診

委託料１１５９万５０００円やデータ管理手数

料４３万３０００円が主なものでございます。

なお、不用額１８３万８０００円につきまして

は、健診受診者が予定を下回ったことなどによ

るものでございます。また、今後の方向性とし

ましては、市による実施、要改善としておりま

すが、本市の健診受診率は８.１４％で、県内

平均と比較しても低く、また目標受診率に達し

ていないことから、より効果的な広報活動を実

施し、市民への周知を図ることで、さらなる受

診率向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、下段の健康保持増進事業の後期高齢者

モデル事業でございますが、こちらは広域連合

を実施主体とした新規事業で、本市がモデル地

区となり、在宅等の後期高齢者に対して専門職

による相談会や個別指導を実施したものでござ

います。具体的には、服薬にお困りの方への個

別相談窓口の開設や薬局での立ち寄り相談の実

施、薬剤師による訪問服薬指導を行いました。

決算額１０９万５０００円は、八代薬剤師会へ

の委託料１０５万６０００円が主なもので、財

源は全額、広域連合からの補助金でございま

す。なお、不用額１７７万６０００円につきま

しては、訪問服薬指導事業において、訪問指導

対象者が当初予定した数を下回ったことなどが

主な原因でございます。また、今後の方向性と

しましては、民間による実施としております。

平成２７年度、２８年度の２年間の取り組みに

より、薬剤師の訪問指導に対する理解と関心が

高まったこと、地域包括ケアシステムの構築に

向け、多職種による医療と介護の連携体制づく

りが図られたことから、今後は薬剤師会の日常

業務の中で実施されていくところでございま

す。 

 引き続き、歳入の説明をいたします。決算書

の４８、４９ページをお願いいたします。な

お、説明は１０００円未満を切り捨てて説明さ

せていただきます。 

 金額につきましては、４９ページの右から４

列目の収入済額をごらんください。 

 まず、款１、項１・後期高齢者医療保険料で

すが、収入済額は１０億２５７０万円でござい

ます。 

 目１・特別徴収保険料の６億８９９５万９０

００円は、年金からの天引きにより収納したも

のでございます。 
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 目２・普通徴収保険料は、納付書や口座振替

により収納しましたもので、節１・現年度分が

３億３１３１万９０００円、節２・滞納繰越分

が４４２万１０００円でございます。 

 なお、徴収率は、全体では０.５ポイント増

の９９.７％、滞納繰越分で前年度比４.３ポイ

ント増の５４.１％となっており、今後も引き

続き、被保険者間の負担の公平性及び財源確保

のため、収入未済額の解消に努めてまいりま

す。 

 次の、款２・使用料及び手数料、項１・手数

料、目１・督促手数料は２５万９０００円でご

ざいます。 

 次、款３・繰入金、項１・一般会計繰入金は

５億６４８９万８０００円でございます。 

 目１・事務費繰入金の６８１５万２０００円

は、広域連合への派遣職員２名を含む職員８名

分の人件費や、各業務に必要な事務経費分を一

般会計から繰り入れたものでございます。 

 また、目２・保険基盤安定繰入金の４億９６

７４万６０００円は、低所得者の負担軽減を図

るための保険基盤安定分担金の財源として、県

が４分の３、市が４分の１を繰り入れたもので

ございます。 

 続きまして、款４・繰越金は３１１２万４０

００円でございます。この繰越金につきまして

は、出納整理期間中に収納した２７年度分の保

険料で、保険料納付金として２８年度に広域連

合へ支出しております。 

 次に、款５・諸収入は１６９７万７０００円

でございます。主なものとしましては、項４・

受託事業収入、５０ページから５１ページにか

けまして、目１・後期高齢者医療広域連合受託

事業収入１５４６万円でございます。これは、

当市で実施しました高齢者健診費用や健診デー

タの管理手数料のほか、健診に係る人件費、通

信運搬費等の事務費に対して広域連合が負担し

たものでございます。 

 最後に、款６・広域連合支出金でございます

が、先ほど、主要施策の中で御説明いたしまし

た健康保持増進事業の後期高齢者モデル事業に

対する広域連合からの補助金１０９万４０００

円でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 最後に、５６ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

総額は１６億４００５万３０００円、歳出総額

は１６億８１７万６０００円で、歳入歳出差引

額は３１８７万７０００円でございます。翌年

度へ繰り越すべき財源はございませんので、実

質収支も同額の３１８７万７０００円となりま

す。 

 この歳入歳出差し引き額につきましては、平

成２９年度に繰り越しし、平成２９年度の保険

料納付金として広域連合へ支出するものでござ

います。 

 以上で、議案第８８号・平成２８年度八代市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

の説明を終わらせていただきます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） ないようですので、

意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 意見もないようです

ので、これより採決いたします。 

 議案第８８号・平成２８年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について、これを

認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 １０分間休憩します。 
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（午後３時２０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３０分 開議） 

◎議案第８９号・平成２８年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第８９号・平成２８年度八代市介

護保険特別会計歳入歳出決算について、健康福

祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）

 議案第８９号・平成２８年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算につきまして、秋田長寿

支援課長が説明いたします。よろしくお願いし

ます。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 長寿支

援課、秋田でございます。よろしくお願いいた

します。 

 議案第８９号・平成２８年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算につきましては、主要な

施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運

用状況に関する調書（その２）と八代市特別会

計歳入歳出決算書を用いて説明させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。それで

は、失礼して、着座させていただきます。 

 まず、主要な施策の成果に関する調書及び土

地開発基金の運用状況に関する調書（その２）

の２１８ページをお願いします。 

 介護保険特別会計の全体像について簡単に御

説明いたします。 

 歳出は、表の右側のとおり、総務費、保険給

付費、地域支援事業費などの款に分かれており

ます。 

 このうち、第１款・総務費３億２１５５万７

０００円は、職員２８人の人件費や各款に共通

する事務費、あるいは介護保険料の賦課徴収経

費、介護認定審査や認定調査の経費などでござ

います。 

 第２款・保険給付費１３２億２５３１万４０

００円は、いわゆる介護給付サービスに係る自

己負担部分を除いた保険給付で、１日平均約３

６００万円に当たります。 

 第３款・地域支援事業費３億１０７４万円

は、平成２８年度から取り組みを始めました新

総合事業の各サービス給付や、地域包括支援セ

ンター委託などの包括的支援事業が主なもので

ございます。 

 第４款・基金積立金は、介護給付費準備基金

の定期預金利子を積み立てたものでございま

す。 

 第５款・諸支出金は、平成２７年度に概算交

付を受けました国県交付金の精算に伴う返還金

が主なものです。 

 表の左側は、歳入になります。 

 介護保険制度では、人件費や一般的な事務費

などについては全額を一般会計繰入金で対応

し、それ以外の保険事業については、基本的に

２分の１を保険料で、２分の１を公費で負担い

たします。 

 このうち、保険料は２つに区分されておりま

して、６５歳以上の第１号被保険者保険料で２

２％、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者

保険料で２８％を負担いたします。 

 公費につきましては、事業ごとに割合が決め

られておりますが、大まかに申し上げますと、

国２５％、県１２.５％、市の負担が１２.５％

になります。このうち、市の負担分は一般会計

繰入金として対応しております。 

 表の下のほうになります。歳入歳出差引額は

３億８９０１万１０００円ですが、このうち、

平成２９年度へ２０２万４０００円を繰り越し

ておりますので、実質収支は３億８６９８万７

０００円となります。 

 この実質収支から、平成２７年度繰越金を差

し引いた単年度収支は、監査委員の審査意見書

にもございますが、１億９６００万円余りにな
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ります。この１億９６００万円余り中には、２

８年度に概算交付を受けまして、精算に伴い

国、県に返還しなければならない額が約１億７

９００万円含まれております。そのため、平成

２８年度単年度の、いわゆる余力と申しますの

は約１６００万円だったところです。 

 それでは、２２０ページをお願いいたしま

す。 

 歳出の主な事業について御説明いたします。 

 まず、上の表、介護保険事業計画策定事業１

２万４０００円は、介護保険法及び老人福祉法

に基づいて３年に一度策定するもので、介護保

険事業計画等策定・評価審議会委員の謝礼が主

なものです。特定財源は、全額、一般会計繰入

金になります。翌年度への繰越額２０２万４０

００円は、計画策定に必要な調査について、指

名競争入札による委託契約を結びましたが、年

度内に完了できないため、契約額を平成２９年

度へ繰り越したものでございます。不用額１２

５万１０００円は、アンケート調査委託の入札

残９２万５０００円が主なものです。 

 次に、２２２ページをお願いします。 

 上の表、居宅介護サービス給付事業５２億４

７５２万１０００円は、居宅の要介護１から５

の方が訪問介護や通所介護等のサービスを受け

たときに事業者へ給付するものです。特定財源

は、国県支出金２１億７０７７万３０００円、

一般会計繰入金６億５５９４万円があります。 

 次に、下の表、施設介護サービス給付事業３

９億９０６４万２０００円は、要介護認定１か

ら５の方が介護保険施設に入所し、施設サービ

スを受けたときに事業者へ給付するものです。

特定財源は、国県支出金１６億９２５８万７０

００円、一般会計繰入金４億９８８３万円があ

ります。不用額２４３５万８０００円は、当

初、過去３年間の平均伸び率で事業費を見込ん

でおりましたが、本市の介護療養型病床のうち

５４床が廃止になったことなどにより、伸び率

が抑えられたことが主な理由です。 

 ２２３ページをお願いします。 

 上の表、居宅介護サービス計画給付事業６億

２１７６万５０００円は、介護支援専門員──

ケアマネジャーですが、作成した介護サービス

計画に基づき、サービス利用があった場合に、

介護報酬基本額の全額を居宅介護支援事業者へ

給付するものです。特定財源は、国県支出金２

億５９９６万３０００円、一般会計繰入金７７

４３万２０００円があります。 

 次に、下の表、地域密着型サービス給付事業

２０億６７８万１０００円は、住みなれた地域

で継続して生活できるようにサービス給付する

もので、原則として、本市の住民のみが利用で

きます。なお、制度改正に伴い、平成２８年度

から、県所管の小規模通所介護が市所管の地域

密着型通所介護に移行しております。特定財源

は、国県支出金８億３９０４万５０００円、一

般会計繰入金２億５０８４万８０００円があり

ます。不用額５７０６万８０００円は、制度改

正に伴う通所介護からの移行分を９５００件見

込んでおりましたが、実際は６７００件余りに

とどまったことが主な理由です。 

 ２２４ページをお願いします。 

 上の表になります。介護予防サービス給付事

業４億５３９２万円は、要支援認定１、２の方

が介護予防及び地域で自立した生活ができるよ

うに訪問や通所などのサービスを利用した際、

事業者へ給付するものです。特定財源は、国県

支出金１億８９７８万６０００円、一般会計繰

入金５６７４万円があります。不用額２４６８

万円は、福祉用具貸与等事業や短期入所生活介

護において見込みを下回ったことが主な理由で

す。また、平成２８年度から新総合事業に取り

組んだ影響で、前年度と比べ約１億５０００万

円減少しております。 

 次に、２２６ページをお願いします。 

 上の表になります。高額医療合算介護サービ
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ス給付事業７６４万７０００円は、１年間の高

額介護適用後の介護保険利用者負担と高額医療

適用後の医療保険自己負担の合計額が上限を超

えた場合に、超過分を給付するものです。特定

財源として、国県支出金３１９万７０００円、

一般会計繰入金９５万６０００円があります。

不用額２７３５万３０００円は、例年、年次払

いにつきまして２月から３月に支給決定してお

りますが、平成２８年度から始めました新総合

事業の影響で国保連合会からのデータ受け取り

がおくれたため、支給決定の時期が４月にずれ

込みました。そのため、平成２８年度予算から

の支出ができなかったものでございます。 

 次に、下の表でございます。特定入所者介護

サービス給付事業５億１４９７万５０００円

は、通常、介護保険施設を利用した場合の食費

と居住費は全額自己負担となりますが、低所得

者については負担軽減のため上限を設けてお

り、差額を介護保険が施設へ給付するものでご

ざいます。特定財源は、国県支出金２億１５４

０万４０００円、一般会計繰入金６４３７万２

０００円があります。不用額１６９９万３００

０円は、平成２８年８月からの制度改正に伴

い、遺族年金や障害年金などの非課税年金も収

入認定することになったことから、約４００人

の上限引き上げが主な理由でございます。 

 ２２７ページをお願いします。 

 上の表になります。訪問型サービス事業２４

５７万８０００円は、新総合事業の一つで、要

支援者等の居宅において、介護予防を目的に、

入浴、排せつ、食事等の身体介護や掃除、洗濯

などの生活援助を行うものです。特定財源とし

て、国県支出金８８９万６０００円、一般会計

繰入金３０７万２０００円があります。不用額

３５４７万５０００円は、介護予防給付から新

総合事業への移行を多く見込み過ぎたことによ

るもので、主に、介護予防訪問介護相当サービ

スの３４６０万円の残が主なものです。今後の

方向性といたしましては、市による実施、規模

拡充を図ってまいるとしております。 

 次に、下の表、通所型サービス事業７１９１

万５０００円は、新総合事業の一つで、要支援

者等の介護予防のため、施設に通所して入浴、

排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓

練を行うものです。特定財源として、国県支出

金２６０２万８０００円、一般会計繰入金８９

８万９０００円があります。不用額８８６２万

７０００円は、介護予防給付から新総合事業へ

の移行者を多く見込み過ぎたことによるもので

す。今後の方向性といたしましては、市による

実施、規模拡充を図ってまいるとしておりま

す。 

 少し飛びますが、２３１ページをお願いしま

す。 

 ２３１ページの上の表、家族介護支援事業の

６８５万９０００円は、在宅で要介護者の介護

を行う家族への支援事業で、主なものに、家族

介護用品支給事業６４３万９０００円がありま

す。特定財源として、国県支出金４０１万３０

００円、一般会計繰入金１３３万８０００円が

あります。なお、家族介護用品支給事業の申請

件数が見込みより増加したため、不足分を流用

で補っております。今後の方向性につきまして

は、市による実施（要改善）といたしておりま

す。 

 歳出の御説明は以上でございます。 

 次に、歳入の主なものについて、八代市特別

会計歳入歳出決算書で御説明いたします。決算

書をお願いいたします。 

 決算書の６６、６７ページをお願いします。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料の収入済額は２５億９９２

９万８０００円です。 

 節１・現年度分特別徴収保険料の２３億８６

８１万４０００円は、年金からの特別徴収によ

り納付されたもので、収納率は１００％です。 
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 節２・現年度分普通徴収保険料の２億３３６

万７０００円は、特別徴収ができない方が納付

書や口座振替で納付されたもので、収納率は８

４.４％、収入未済額は３７５２万９０００円

あります。 

 特別徴収と普通徴収を合わせた現年度分の収

納率は９８.６％で、前年度と、そう変化はご

ざいません。 

 節３・滞納繰越分保険料では、介護保険法第

２００条に基づく不納欠損処分が２６３８万８

０００円あります。 

 ２つ飛びまして、款４・支払基金交付金は、

社会保険診療報酬支払基金を通じて交付されま

す第２号被保険者保険料に相当するものです。 

 次に、款５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給付費負担金２５億１６万４０

００円は、施設介護給付費の１５％と、居宅な

どその他の介護給付費の２０％です。 

 項の２・国庫補助金、目１・調整交付金１０

億９５５０万４０００円は、７５歳以上の人口

や高齢者の所得状況など、市町村格差による介

護保険財政の不均衡を是正するためのもので

す。 

 ６８、６９ページをお願いします。 

 目の４・介護保険災害臨時特例補助金（熊本

地震対応分）１０３万４０００円は、熊本地震

で罹災され、減免申請等された方の利用者負担

額免除措置及び第１号保険料減免措置に対する

国庫補助です。 

 次に、款の６・県支出金、項１・県負担金、

目１・介護給付費負担金の節１・現年度分１９

億３４７６万５０００円は、施設介護給付費の

１７.５％と、居宅などその他の介護給付費の

１２.５％の合計です。 

 １つ飛びまして、款８・繰入金、項１・一般

会計繰入金、目１・一般会計繰入金２０億５７

７６万１０００円は、全て法律によって一般会

計が負担するとされている法定内繰入金になり

ます。 

 節１・介護給付費繰入金１６億５２８７万５

０００円は、介護保険法に基づく介護給付費に

対する市の負担割合１２.５％です。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 節の４・低所得者保険料軽減繰入金３３５４

万円は、平成２７年度の制度改正による介護保

険料の第１段階の軽減措置に伴い、その全額を

繰り入れるもので、一般会計に対しまして、国

庫負担金２分の１、県負担金４分の１の措置が

あります。 

 節の５・その他一般会計繰入金３億２０４７

万６０００円は、備考欄にありますとおり、事

務費分と人件費分の全額を繰り入れるもので

す。 

 次の款９・繰越金１億９０８７万円は、平成

２７年度からの繰越金です。 

 次の款１０・諸収入では、収入未済額１８１

０万７０００円があります。 

 ７２、７３ページをお願いします。 

 ７３ページの中ほどより下になりますが、収

入未済額内訳におきまして、介護報酬返還金

（過年度分）１２７０万１０００円と加算金

（過年度分）５１５万８０００円は、本市及び

宇城市にありました介護保険事業者が国の運営

基準に基づかない事業を行い、介護報酬を不正

に受領したため、市が返還請求をしているもの

で、その残額になります。本市にございました

事業者は、月々の返還計画に基づいて分割返還

中です。また、宇城市にあった事業者は返還に

応じないことから、関係自治体と共同で介護給

付費報酬返還等請求訴訟を行っております。 

 少し飛びまして、８４ページになります。８

４ページの実質収支に関する調書がございます

が、内容は、冒頭で御説明した内容と重複いた

しますので、説明を省略させていただきます。 

 以上で、議案第８９号・平成２８年度八代市

介護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせて
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いただきます。御審議のほど、よろしくお願い

いたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 前倒しで、地域包括

ケアの事業がされていると思うんですが、思っ

たより利用者数が伸びなかったというのは、実

際、サービス提供事業所が余りなかったという

ふうに認識しているんですけど、今後、どうい

うふうな感じで事業規模を拡大されるように考

えていらっしゃるのかと思いまして。 

○委員長（上村哲三君） それは２２９ページ

の部分でいいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） ２２７から、ずっと

並んでます。訪問型サービス、通所型サービス

というのもありますので。 

○委員長（上村哲三君） 質問の趣旨はわかり

ましたか。（発言する者あり）わからないね。

もう一回お願いします。俺もわからんやった。 

○委員（橋本徳一郎君） 失礼しました。 

 見込みよりも、かなり数が少なかったという

報告をされたんで、今後、私の認識としては、

特に通所型に絞って言いますと、提供の事業所

が特に少なかったというふうな認識をしている

んですけど、そういった部分の拡大、サービス

提供事業所の事業の拡大だとか、そういった部

分についての対応をどう考えていらっしゃるか

なと思いまして。 

○長寿支援課地域支援係長（元村純子君） 長

寿支援課の元村と申します。よろしくお願いし

ます。 

 通所型サービス事業のほうに限って説明をさ

せていただきます。 

 委員が御質問されたように、サービスを提供

される事業所が少なかったということはござい

ません。不用額のほうで説明をした内容かと思

うんですけども、こちらは、今まで全国一律で

行っておりました要支援１、２の方に対する通

所関係のサービスが国から市町村におりてきま

して、その国から市町村へおりてくる移行分を

ですね、ちょっと、うちのほうが多く見込み過

ぎたということで、不用額として上がってきて

おりまして、サービスの提供事業者が少なかっ

たという事実はございません。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。

（委員橋本徳一郎君「はい」と呼ぶ） 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 不用額

が多くなった理由でございますけども、２８年

度につきましては、４月から、確かに始めては

いるんですけども、介護認定の更新が来た方か

ら順次、新総合事業のほうに移っていくという

形をとりましたので、毎月毎月ですね、少しず

つの方々が新総合事業のほうに変わっていかれ

ました。 

 そのため、２７年度中に予算を組むときに、

２８年度分をどうやって組むのかという話にな

って、調整した結果ですね、２分の１というこ

とで予算を組んだんですが、実際には２分の１

までの人数には至らなかったというのが不用額

の主な原因でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。

（委員橋本徳一郎君「わかりました。ありがと

うございます」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（橋本幸一君） ２２６ページの高額医

療合算介護サービス給付事業、これは、この不

用額については、新総合事業から移行して、決

定の時期が次年度になったということと理解し

とっとですが、結局、入所についての不利益ち

ゅうか、迷惑等については、これは全然影響な

かったんですか。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 今おっ

しゃったようにですね、新総合事業を始めた関
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係で、集計が国保連合会のほうで、もうこれは

実は県内全域、全ての自治体がそうだったんで

すが、うまくできませんで、例年の２月、３月

の時期に、その数量がまだ把握できない段階に

なってしまったと。４月に来たわけですけど、

これまでは２月、３月に支給決定いたしまし

て、４月から支払いを始めるんですけども、出

納整理期間まで含めてですね、支払いをしてお

りました。今回の場合は、支給決定の時期が２

９年度４月になったもんですから、新年度予算

で予算措置した中ではお支払いしましたが、支

払った時期は４月、５月に払っておりますの

で、実質的には大きな変化はなかったのかな

と、影響はそんなにはなかったのかなと思って

います。ただ、確かに、支給決定が一月ずれて

いますので、その分で御心配をおかけしたとい

う部分はあったかなと思っております。 

○委員（橋本幸一君） ２２２ページの施設介

護サービス給付事業の説明の中で、５４床、病

床が廃止ということ、何か説明あったが、この

辺、もうちょっと詳しく説明願えますか。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） 長寿支援課の久保です。よろしくお願い

いたします。 

 施設サービスの施設のほうが今、介護保険の

施設が３施設あります。介護老人福祉施設、介

護老人保健施設と介護医療療養型施設、３施設

あります。そのうちの普通一般的に特養と言わ

れる介護老人福祉施設と老健と言われる介護老

人保健施設については、今、施設のほうはその

まま変更はあっておりません。介護療養型医療

施設といいますのが、もう何年も前から廃止っ

て形で国のほうから言われておりますが、今年

度も、また、３０年３月までで、６年後まで経

過措置を見まして、介護医療院という形で、介

護の施設のほうが今から移行していく状態でご

ざいます。その関係で、施設のほうが介護療養

型施設のほうが医療のほうに変わったりという

形で、今減ってきております。今の現在といた

しまして、今年度に入りまして、介護療養型施

設のほうが八代市の医師会立病院が１床と丸田

病院が１床、今の時点で医療のほうに移行して

おりまして、減ってきている状態です。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 実質上は、この医療の

ほうへの移行であって、５４床、実際は丸のま

ま、そのまま存続はしているということで理解

してよろしいんですね。 

○理事兼長寿支援課長（秋田壮男君） 今、委

員お話しのとおりですね、病院内病床自体はあ

りまして、それが位置づけが、介護保険のほう

の位置づけだったか、医療保険のほうの位置づ

けだったかの変更があったというだけです。

（委員橋本幸一君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 質疑がなければ、意

見をお願いします。意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８９号・平成２８年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算について、これを認定す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

                              

◎議案第９４号・平成２８年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第９４

号・平成２８年度八代市診療所特別会計歳入歳

出決算について、健康福祉部から説明願いま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（山田 忍君）
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 議案第９４号・平成２８年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算につきまして、早木健康福

祉政策課長から説明いたします。よろしくお願

いします。 

○健康福祉政策課長（早木浩二君） 健康福祉

政策課の早木でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。それでは、着座にて説明させ

ていただきます。 

 議案第９４号・平成２８年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算について御説明を申し上げ

ます。 

 これは、泉地域に開設をしております椎原診

療所、下岳診療所、そして泉歯科診療所の管

理、運営に係る決算でございます。 

 それでは、平成２８年度における主要な施策

の成果に関する調書（その２）の２４３ページ

をお願いいたします。下のほうの合計欄をごら

んください。 

 まず、左側の歳入でございますが、決算額は

７７７６万５０００円で、予算額８４２２万円

に対する割合は９２.３％となっております。 

 次に、右側の歳出でございますが、決算額、

予算額とも歳入と同額でございまして、予算額

に対する執行率は９２.３％となっておりま

す。 

 次に、内容について御説明させていただきま

すが、歳入につきましては八代市特別会計歳入

歳出決算書で、歳出につきましては平成２８年

度における主要な施策の成果に関する調書に

て、それぞれ御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明申し上げます。主要施

策調書の２４４ページをお願いいたします。 

 上段の椎原診療所一般管理事業は、五家荘地

区の住民の健康保持や健康の増進並びに地域医

療の確保を図ることを目的とする事業でござい

まして、決算額は１６０９万５０００円でござ

います。その主なものは、看護師２名、患者送

迎運転手１名、医療事務職員１名に係る臨時職

員賃金７２６万２０００円、レセプト点検及び

請求事務の医療事務業務委託経費９１万６００

０円、医療事務電算システムリース経費５６万

円、患者送迎車両の燃料費１８万８０００円、

電気料６３万７０００円でございます。また、

備品購入費として自動分割分包機３０２万４０

００円でございます。今後の方向性といたしま

しては、広域的な搬送体制等も視野に入れて、

現行どおり、市による実施を続けるとしており

ます。不用額の２１１万１０００円は、過年度

国庫支出金還付金が見込みより少なく済んだこ

となどによるものでございます。 

 次に、同じく２４４ページの下段の下岳診療

所一般管理事業について御説明を申し上げま

す。 

 この事業は、医療の質を維持し、安心、安全

な医療を提供できるよう、診療所の良好な運営

に努めることを目的とする事業でございまし

て、泉町下岳地区に診療所を設置しているもの

で、決算額は１８７９万２０００円でございま

す。 

 その主なものは、兼任管理委託に１６１５万

円を支出しておりますが、これは医師１名及び

看護師２名、放射線技師１名を含めた業務を八

代郡医師会へ委託している経費で、診療業務に

つきましては、泉町の横田診療所が毎週火曜日

と金曜日に実施をいたしております。 

 次の医療事務システム経費につきましては、

レセプトコンピューターリース及び保守料とし

て５６万円、光熱水費２７万８０００円、クロ

ス張りかえ、屋根瓦修繕７１万１０００円をそ

れぞれ支出をいたしております。 

 今後の方向性といたしましては、国庫補助金

等を活用しながら、現行どおり、市による実施

を続けるとしております。 

 次に、２４５ページをお願いいたします。 

 ２４５ページの上段の歯科診療所一般管理事

業でございますが、泉地域住民の歯の健康回復
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に努めることを目的とする事業でございまし

て、振興センターいずみの中に設置をしており

ます。決算額は２４１万４０００円でございま

す。その主なものは、兼任管理委託２３４万６

０００円でございますが、これは泉歯科診療所

の管理運営を八代歯科医師会へ業務委託してい

る委託料でございます。毎週土曜日の午前中、

氷川町にございます、まつがえ歯科が診療を担

当しているものでございます。今後の方向性で

ございますが、歯科診療所は、受診者数は少な

いものの、ほかに歯科がない泉地域におきまし

て、特に高齢者の歯の健康維持に必要不可欠な

事業でありますので、引き続き、安全で安心で

きる医療サービスの充実に努めるとともに、耐

用年数を超過しております医療機器等につきま

しては、施設整備の検討を行うなど、現行どお

り、市による実施を続けるとしております。 

 続きまして、その下段にございます椎原診療

所医療事業について御説明いたします。 

 この事業は、診療の際に症状把握のために行

う血液検査や、治療の際の医薬品等の提供を行

うための購入費でございます。早期に病状やそ

の原因を把握し、適切な医薬品の提供を行うこ

とで五家荘地域の住民の健康維持、増進を目的

とする事業でございまして、決算額は１４２３

万６０００円でございます。その主なものは、

受診者へ提供いたします医薬品の購入費１３１

７万２０００円、診療、診察時に使用いたしま

す医薬材料購入費３５万８０００円、受診者の

病状やその原因の早期発見に不可欠な血液検査

等委託費７０万６０００円でございます。今後

の方向性といたしましては、適切な医薬品の提

供を行うなど、現行どおり、市による実施を続

けるとしております。 

 続きまして、２４６ページの上段の下岳診療

所医療事業でございます。先ほどの椎原診療所

医療事業と同じでございまして、診療の際の血

液検査の委託料や、治療の際の医薬品等の提供

を行うための購入費でございます。決算額は７

３４万１０００円でございます。その主なもの

は、医薬品購入費７２２万６０００円などでご

ざいます。今後の方向性といたしましては、必

要な医薬材料費を確保するなど、現行どおり、

市による実施を続けていくとしております。 

 続きまして、その下段の歯科診療所医療事業

でございます。診療時に使用する医薬品等の購

入費及び患者さんに合わせた歯の製作、加工等

の提供を目的とする事業でございまして、決算

額は８万４０００円でございます。その内容

は、歯科技工委託料４万９０００円などでござ

います。今後の方向性といたしましては、診療

に必要な経費を維持するなど、現行どおり、市

による実施を続けるとしております。 

 続きまして、２４７ページをお願いいたしま

す。診療所施設災害復旧事業でございます。こ

れは、平成２８年４月の熊本地震により被災を

いたしました椎原診療所と下岳診療所を復旧し

た事業でございます。決算額は５１万３０００

円で、その内訳といたしましては、被害の大き

かった下岳診療所及び併設の医師住宅の屋根

瓦、外壁の修理費４９万７０００円などでござ

います。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 歳入につきましては、八代市特別会計歳入歳

出決算書に基づき御説明いたします。 

 決算書の１６１ページをお願いいたします。

中ほどの収入済額欄をごらんください。 

 上から４行目、款１・診療所事業収入、項

１・診療収入、目１・保険収入、節１・保険診

療報酬３４１７万円でございます。その内訳

は、右の備考欄にありますとおり、保険収入と

いたしまして、椎原診療所２０７６万２０００

円、下岳診療所１３２７万円、歯科診療所１３

万６０００円となっております。 

 その２つ下、目２、節１・一部負担金収入６
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１２万３０００円は、利用者が窓口で支払う自

己負担金でございます。その内訳は、椎原診療

所が３５９万円、下岳診療所が２４４万円、歯

科診療所が１万７０００円でございます。 

 その４つ下、款２・使用料及び手数料、項

１・使用料、目１、節１・診療所使用料１２万

９０００円は、下岳診療所医師住宅の使用料で

ございます。 

 その３つ下、項２・手数料、目１、節１・診

療所手数料１４３万円は、予防接種手数料及び

診断書・意見書等の作成料などでございます。 

 その４つ下、県支出金、項１・県補助金、目

１・へき地診療所県補助金、節１・へき地診療

所運営費補助金５３６万１０００円は、椎原診

療所運営費補助金でございます。 

 その下の節２・医療施設等整備費補助金１４

９万円は、椎原診療所における自動分割分包機

購入に対する補助率２分の１の補助金でござい

ます。 

 その４つ下、款４・繰入金、項１、目１、節

１・一般会計繰入金２７２４万４０００円は、

一般会計からの財源補塡のための繰入金でござ

います。 

 ページをおめくりいただきまして、１６３ペ

ージの中ほどの収入済額欄をごらんください。 

 上から５行目、款６・諸収入、項１、目１・

雑入、節１・売上収入１４万２０００円は、椎

原診療所に設置をしております太陽光発電の余

剰電気売り上げ収入でございます。 

 その下、節２・雑入２７万４０００円の主な

ものは、振興自治宝くじの収益金を財源とし

て、研修等を受けるために要する旅費等に対す

る長寿社会づくりソフト支援事業費交付金２４

万５０００円でございます。 

 一番下の款７、項１・市債、目１、節１・診

療所事業債１４０万円でございますが、これは

先ほど県補助金のところで申し上げました、医

療機器等整備事業に係る起債借入額でございま

す。 

 以上、歳入合計、収入済額は７７７６万５０

００円でございます。 

 最後に、１６８ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額７７７６万５０００円、歳出総額７

７７６万５０００円で、歳入歳出差引額はゼロ

円でございます。また、翌年度へ繰り越すべき

財源はございませんので、実質収支額もゼロ円

でございます。 

 以上で、平成２８年度八代市診療所特別会計

歳入歳出決算についての説明とさせていただき

ます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９４号・平成２８年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算について、これを認定する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 以上で、付託されました案件の審査は、全部

終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、
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そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、文教福祉委員会を散

会いたします。 

（午後４時１７分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に
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    平成２９年１０月３０日 

文教福祉委員会 

委 員 長 


